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説言命

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第

部
は
じ
め
に

第
一
章

第
二
章

第
三
章

ま
と
め
に
か
え
て

序
第

節

現
行
出
入
国
管
理
国
籍
法
制
定
に
い
た
る
過
程

第
三
節

本
章
の
ま
と
め

入
国
拒
否
制
度
に
対
す
る
判
例
の
評
価

退
去
強
制
手
続
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス

再
入
国
理
論
と
手
続
的
保
障

合
衆
国
移
民
法
と
手
続
の
実
効
的
保
護

手
続
要
件
と
司
法
審
査
の
態
様

ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
と
そ
の
後
の
手
続
保
障
の
動
向

手
続
的
穀
庇
の
判
断
と
手
続
の
実
効
的
保
護

を
探
り
、

本
稿
は
合
衆
国
移
民
法
の
歴
史
的
分
析
を
行
い
、

そ
れ
を
通
じ
て
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
具
体
的
な
展
開
の
あ
り
方

そ
れ
に
よ
っ
て
、
出
入
国
管
理
法
令
に
よ
り
外
国
人
に
手
続
的
権
利
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

か
っ
筆
者
の
問
題
関
心
と
関
連
さ
せ
っ
つ
敷
倍
し
た
後
、
合
衆
国
移

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

ま
ず
、
こ
の
目
的
を
や
や
具
体
的
に
、
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民
法
を
素
材
と
す
る
理
由
、
合
衆
国
移
民
法
の
特
色
、
検
討
の
意
義
、
本
稿
の
構
成
、
に
つ
き
順
次
述
べ
る
。

い
わ
ゆ
る
マ
ッ
ク
リ
ー
ン
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
外
国
人
を
退
去
強
制
処
分
に
付
す
る
か
否
か
の
判
断
に
つ
き
、
行
政
庁
に
広
範
な

裁
量
権
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
裁
量
権
行
使
に
対
す
る
司
法
審
査
に
消
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の
説
示
は
、
外

国
人
を
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
処
分
に
付
す
る
か
否
か
の
実
体
的
判
断
が
国
際
的
な
外
交
関
係
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
考
え

方
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
入
国
拒
否
や
退
去
強
制
と
い
っ
た
処
分
は
、
時
に
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
に

と
っ
て
は
そ
の
生
命
さ
え
も
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
外
国
人
の
権
利
・
利
益
の
保
障
に
と
っ
て
は
、
入
国
拒
否
・
退
去
強

制
処
分
を
ど
の
よ
う
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
重
大
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
処
分
に
お
い
て
は
、

外
国
人
の
権
利
・
利
益
の
保
障
の
要
請
と
行
政
裁
量
尊
重
の
要
請
と
を
い
か
に
し
て
調
整
す
る
か
、
が
大
き
な
課
題
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ

と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

で
は
、
こ
の
点
を
わ
が
国
で
は
ど
の
よ
う
に
調
整
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
マ
ッ
ク
リ
ー
ン
事
件
最
高
裁
判
決
を
前
提
と

す
る
と
、
外
国
人
の
入
国
拒
否
な
い
し
退
去
強
制
処
分
に
関
す
る
行
政
庁
の
実
体
判
断
に
対
し
て
は
裁
判
所
は
こ
れ
を
尊
重
し
、
そ
こ
で
の

司
法
統
制
が
困
難
な
場
合
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
こ
れ
ら
の
処
分
が
外
国
人
に
与
え
る
打
撃
の
大
き
さ
を
考
慮
し
て
崎
、
わ
が
国

の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
(
以
下
、
入
管
法
と
略
す
。
)
は
こ
れ
ら
処
分
手
続
を
か
な
り
詳
細
か
つ
厳
重
に
規
定
し
て
い
る
。
換
言
す

れ
ば
、
入
管
法
上
の
処
分
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
に
手
続
上
の
諸
権
利
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
制

庁
の
裁
量
を
統
制
し
、
も
っ
て
処
分
の
実
体
的
判
断
の
公
正
を
担
保
す
る
と
同
時
に
外
国
人
の
権
利
・
利
益
の
保
障
を
な
そ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
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で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
入
管
法
上
の
処
分
に
お
い
て
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
の
権
利
保
障
の
主
要
な
場
と
な
る
現
行
法
上
の
手
続

保
障
の
内
容
は
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
行
政
処
分
の
事
前
手
航
ど
手
続
保
障
に
関
す
る



説

問
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
稿
の
検
討
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
れ
と
並
ん
で
本
稿
が
問
題
関
心
と
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
、
入
管
法
上
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
手
続

保
障
が
実
際
に
は
形
骸
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
一
般
的
に
手
続
保
障
は
機
会
の
保
障

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
保
障
の
実
態
が
形
式
に
堕
す
る
恐
れ
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
続
保
障
が
主
張
と
立
証
の
機
会
を
実
質
的

に
保
障
す
る
も
の
と
な
る
た
め
に
何
ら
か
の
手
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
個
人
タ
ク
シ
ー
事
件
最
高

裁
判
問
及
び
群
馬
中
央
パ
ス
事
件
最
高
裁
判
開
に
お
い
て
も
明
確
に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
最
高
裁
判
決
は
、
手
続
保
障
の
実
効
化
の

た
め
に
行
政
庁
に
釈
明
義
務
を
課
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
で
手
続
保
障
の
実
効
化
を
計
り
得
た

と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
手
続
保
障
自
体
に
さ
ほ
ど
の
法
的
重
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
努
力
は
あ
ま
り
意
味
の
な
い
も
の
と

な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
話
r

そ
こ
で
、
入
管
法
上
の
処
分
手
続
に
お
い
て
も
、
そ
の
手
続
保
障
が
実
効
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
ど

の
よ
う
な
手
法
が
あ
り
う
る
か
、
ま
た
そ
の
前
提
と
し
て
入
管
法
上
の
各
手
続
保
障
の
内
容
(
手
続
要
件
)
が
ど
の
よ
う
な
性
質
や
軽
重
を

持
ち
、
こ
れ
ら
要
件
が
一
連
の
手
続
過
程
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
本
稿
が
合
衆
国
移
民
法
を
検
討
の
素
材
と
し
て
選
択
し
、
こ
れ

を
歴
史
的
に
分
析
す
る
理
由
は
次
の
よ
う
な
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
二
年
六
月
二
七
日
に
制
定
さ
れ
た
現
行
の
合
衆
国
出
入
国
管

理
国
籍
向
は
わ
が
国
旧
出
入
国
管
理
令
の
母
法
と
も
さ
れ
て
い
引
が
、
合
衆
国
移
民
法
は
ニ

O
世
紀
前
半
よ
り
主
と
し
て
行
政
機
関
の
定
め

る
規
則
に
よ
り
細
か
い
手
続
規
定
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
現
行
の
右
出
入
国
管
理
国
籍
法
は
こ
れ
ら
の
規
則
及
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
判
例
を
集

大
成
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
法
制
度
上
な
さ
れ
て
い
る
手
続
的
保
障
の
意
味
を
探
る
た
め
に
は
、
現
行
法
制

定
前
に
存
在
し
た
判
例
並
び
に
規
則
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
展

開
を
検
討
す
る
対
象
と
し
て
も
移
民
法
は
興
味
深
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
古
く
よ
り
、
合
衆
国
移
民
法
は
、
租
税

論

北法40(3・86)558



法
領
域
と
共
に
、
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
大
き
な
判
例
集
団
を
形
成
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
並
ん
で
、
初
期
の

手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
一
般
の
リ

1
デ
ィ
ン
グ
・
ケ

1
ス
と
評
さ
れ
て
い
る
判
例
が
移
民
法
の
分
野
に
は
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
個

別
の
手
続
要
件
を
め
ぐ
る
判
例
が
多
く
集
積
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
移
民
法
と
い
う
個
別
の
制
定
法
と
の

関
係
い
か
ん
を
検
討
す
る
上
で
も
好
材
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
を
歴
史
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
手
続
的

デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
が
個
別
の
実
体
法
領
域
に
お
い
て
判
例
上
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
、
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
、

ひ
い
て
は
、
手
続
保
障
の
た
め
に
判
例
、
規
則
及
び
立
法
が
ど
の
よ
う
な
役
割
分
担
を
行
っ
て
き
た
か
、
を
窺
い
知
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ〉フ。

こ
こ
で
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
す
る
合
衆
国
移
民
法
の
特
色
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
ご
く
簡
単
に
言
及
し
て
お
く
。
合
衆
国
移
民
法

の
特
色
を
考
え
る
場
合
、
次
の
二
点
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
合
衆
国
移
民
法
の
憲
法
上
の
位
置
と
い
う
側
面
か
ら
み
た
場

↑
合
の
特
色
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
そ
の
実
定
法
制
度
と
し
て
の
特
色
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
点
に
つ
い
て
も
実
体
面
と
手
続
面
と
に
区
分
し
て

師
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

の論理スセロプ
A

ア的続手

ま
ず
憲
法
と
移
民
法
の
実
体
面
に
関
す
る
権
限
行
使
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
最
高

裁
は
伝
統
的
に
ほ
と
ん
ど
無
制
約
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
広
範
な
権
限
を
連
邦
議
会
に
付
与
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
広
範
な
権
限
を
基
礎

付
け
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
出
入
国
管
理
が
対
外
政
策
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
た
め
、
出
入
国
管
理
規
制
は
外
務
権
限
(
同
0
・

2
一
宮
町
民

E
町
田
宮
司
巾
『
)
の
行
使
の
一
類
型
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
移
民
規
制
権
限
に
対
す
る
手
続
的
規

制
に
つ
い
て
は
、
実
体
的
側
面
に
対
す
る
統
制
と
は
対
照
的
に
、
移
民
規
制
権
行
使
と
い
え
ど
も
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る

制
約
に
服
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
約
の
あ
り
方
に
つ
き
、
一
般
論
及
び
そ
の
具
体
的
内
容
を
め
ぐ
り
多
く
の
判
例
が
古
く
よ

り
集
積
し
て
い
る
。

北法40(3・87)559
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次
に
、
実
定
法
制
度
と
し
て
の
合
衆
国
移
民
法
が
持
っ
て
い
る
特
色
は
、
入
国
拒
否
事
由
及
び
退
去
強
制
事
由
を
き
わ
め
て
詳
密
に
規
定

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
が
行
政
機
関
に
よ
る
権
限
行
使
に
対
し
て
厳
格
な
実
体
的
制
約
を
課
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の

現
れ
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
行
政
機
関
の
実
体
的
な
権
限
行
使
を
完
全
に
麗
束
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

行
政
機
関
が
裁
量
権
を
行
使
し
う
る
余
地
が
実
際
に
は
か
な
り
広
く
残
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
外
国
人
を
国
外
に
退
去
さ
せ
る
手
続
に
つ
い

て
は
現
在
か
な
り
整
備
さ
れ
て
お
り
、
詳
細
な
手
続
保
障
が
外
国
人
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
退
去
強
制
手
続
は
、
そ
の
手
続
保

障
と
し
て
の
実
効
性
を
度
外
視
し
て
考
え
れ
ば
、
国
選
弁
護
人
依
頼
を
除
い
て
ほ
ぼ
刑
事
手
続
に
匹
敵
す
る
保
障
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
い

え
M
r
こ
の
よ
う
に
、
合
衆
国
移
民
法
制
度
は
、
全
体
と
し
て
、
実
体
面
に
お
い
て
は
立
法
・
行
政
部
の
裁
量
を
大
き
く
認
め
る
こ
と
に
よ

り
政
府
側
の
利
益
を
尊
重
す
る
反
面
、
手
続
面
に
お
い
て
外
国
人
の
権
利
保
障
を
広
く
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
側
・
外
国
人
側
の
各
々

の
利
益
調
整
を
計
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

論

右
の
ご
と
き
特
色
を
持
っ
て
い
る
合
衆
国
の
出
入
国
管
理
手
続
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
本
稿
が
設
定
し
て
い
る
第
一
次
的
な
視
点

は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
行
政
過
程
に
お
け
る
手
続
保
障
の
意
義
を
、
移
民
法
と
い
う
個
別
の
実
定
法
を
素
材
と
し
て
、
歴
史
的
に
分

析
・
解
明
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
行
政
手
続
の
保
障
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
き
学
説
及
び
判
例
上
多
様
な
議
論
が
存

在
し
て
い
る
が
、
行
政
の
事
前
手
続
保
障
が
そ
れ
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
現
在
で
は
学
説
上
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
あ
る
処
分
過
程
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
手
続
内
容
は
、
処
分
の
根
拠
法
規
た
る
実
体
法
の
性
格
を
反
映
す
る
も
の
で
あ

り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
そ
れ
に
応
じ
た
特
色
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
手
続
保
障
に
関
す
る
一
般
論
の
中
で
、
移

民
法
と
い
う
個
別
の
法
領
域
に
お
け
る
手
続
保
障
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
移
民
法
上
の
手
続
保
障
の
特
色
を
解
明
で
き
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
手
続
保
障
に
関
す
る
一
般
理
論
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
及
び
一
九
四
六
年
に
制
定
さ
れ
た

連
邦
行
政
手
続
法
を
め
ぐ
る
理
論
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
一
般
理
論
を
紹
介
し
、
そ
れ
と
対
比
し
つ
つ
、
合
衆

四
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国
移
民
法
手
続
の
特
色
を
探
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
本
稿
で
は
、
制
定
法
上
の
手
続
保
障
の
意
義
を
よ
り
具
体
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
移

民
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
個
々
の
手
続
要
件
の
性
質
・
軽
重
を
考
察
す
る
、
と
い
う
視
点
を
設
定
し
て
い
る
。
右
の
視
点
は
、
概
ね
次
の
よ

う
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
最
終
的
な
実
体
的
判
断
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
は
当
然
い
く
つ
か
の

手
続
段
階
を
経
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
処
分
過
程
に
お
け
る
そ
れ
ら
諸
々
の
手
続
的
要
件
が
持
つ
性
質
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ
り
、
各
手
続
要
件
が
持
つ
手
続
保
障
と
し
て
の
意
義
を
明
確
化
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
第
二
に
、
処
分
の
相

手
方
の
手
続
的
権
利
保
障
に
と
っ
て
重
要
な
点
は
い
ず
れ
に
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
三
に
、
手
続
保
障
を
実

効
的
な
も
の
と
す
る
た
め
の
手
法
を
考
察
す
る
上
で
、
そ
の
保
護
の
対
象
と
な
る
手
続
要
件
の
性
質
を
考
察
す
る
こ
と
は
不
可
欠
の
前
提
と

な
ろ
う
。
保
障
さ
れ
て
い
る
手
続
の
お
の
お
の
の
特
性
に
合
わ
せ
た
形
で
、
手
続
保
障
の
あ
り
方
と
そ
の
実
効
化
の
た
め
の
手
段
を
考
え
な

手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
出
入
国
管
理
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
の
あ
り
方
を
憲
法
な
い
し
行
政
法
上
の
論
点
と
関
連
さ
せ
つ
つ
議
論
す
る

こ
と
は
、
外
国
人
の
人
権
保
障
と
の
関
係
で
も
大
き
な
意
義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
に
と
っ
て
は
出
入
国
管
理
法
令
上
の

入
国
拒
否
・
退
去
強
制
に
関
す
る
実
体
的
・
手
続
的
な
制
定
上
の
諸
々
の
定
め
は
自
己
の
生
命
さ
え
も
左
右
し
か
ね
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
憲
法
上
い
か
に
評
価
さ
れ
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
、
及
び
官
頭
で
述
べ
た
理
由
か
ら
外
国
人
の
権
利
・
利

益
の
保
護
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
す
は
ず
の
手
続
保
障
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
実
効
化
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と

は
、
わ
が
国
に
お
け
る
人
権
保
障
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
さ
え
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

筆
者
は
既
に
、
や
は
り
合
衆
国
移
民
法
を
検
討
対
象
と
し
て
、
実
体
的
な
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
に
関
す
る
制
定
法
上
の
規
定
と
そ

の
憲
法
適
合
性
に
言
及
し
た
論
文
に
お
い
て
、
合
衆
国
の
判
例
理
論
上
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
実
体
的
な
法
律
上
の
定
め
に
つ
い
て
は

五
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説

司
法
審
査
の
範
囲
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
れ
に
は
一
定
の
合
理
的
理
由
も
み
い
出
し
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
を

指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
出
入
国
管
理
上
の
処
遇
に
関
し
て
議
会
が
完
全
に
生
殺
与
奪
の
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

合
衆
国
に
お
い
て
は
、
判
例
は
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
手
が
か
り
と
し
て
、
出
入
国
管
理
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
に
か

な
り
の
配
慮
を
払
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
入
国
拒
否
な
い
し
退
去
強
制
処
分
よ
り
生
ず
る
厳
し
い
打
撃
か
ら
外
国
人
を
保
護
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
際
、
判
例
が
外
国
人
の
い
か
な
る
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
ど
の
よ
う
な
論
理
を
用
い
て
外
国
人
に
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の

保
護
を
与
え
、
あ
る
い
は
与
え
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
か
、
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
外
国
人
を
国
外
退
去
さ
せ
る
に
つ
き
国

家
主
権
を
背
景
と
し
て
政
府
側
が
主
張
し
う
る
利
益
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
外
国
人
側
の
持
つ
権
利
・
利
益
と
を
、

合
衆
国
の
判
例
が
ど
の
よ
う
に
調
整
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

六
本
稿
の
構
成
は
、
筆
者
の
問
題
関
心
に
対
応
し
て
、
合
衆
国
移
民
法
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
一
般
論
を
め
ぐ
る
部

分
(
第
一
部
)
と
各
手
続
要
件
の
相
互
関
連
性
を
検
討
す
る
部
分
(
第
二
部
)
と
に
分
か
れ
て
い
る
。

第
一
部
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
便
宜
上
、
現
行
の
合
衆
国
出
入
国
管
理
国
籍
法
上
の
処
分
手
続
と
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
点
の
概
要
を
提
示
す

る
(
第
一
部
第
一
章
第
一
節
)
。
次
に
、
現
行
法
の
基
礎
を
形
成
し
た
と
い
わ
れ
る
一
九
一
七
年
七
月
二
五
日
の
法
律
を
中
心
に
、
現
行
法
制

定
に
い
た
る
制
度
史
を
追
う
(
第
一
部
第
二
章
第
二
節
)
。
こ
の
よ
う
に
、
制
定
史
を
含
め
て
制
度
を
紹
介
す
る
理
由
は
、
後
の
判
例
分
析
に

と
っ
て
不
可
欠
な
前
提
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
次
の
二
点
に
あ
る
。
第
一
に
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
合
衆
国
の
現
行
法
が
そ
の
制

定
当
時
の
実
定
法
制
度
及
び
諸
判
例
を
法
典
化
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
制
定
法
上
の
手
続
保
障
の
内
容
を
知
る
こ
と
が

手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
解
明
の
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

論

こ
れ
ら
現
行
制
度
及
び
そ
の
制
定
史
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
判
例
が
、
入
国
拒
否
処
分
手
続
(
第
一
部
第
二
章
)
、
退
去
強
制
処
分
手
続

(
第
一
部
第
三
章
)
、
再
入
国
に
当
た
っ
て
の
手
続
保
障
(
第
一
部
第
四
章
)
に
つ
い
て
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
を
ど
の
よ
う
に
適
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を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
検
討
は
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
一
般
論
と
対
比
し
て
、
各
処
分
類
型

に
属
す
る
手
続
が
ど
の
よ
う
な
性
質
と
特
色
を
持
っ
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
二
章

一
九
五

0
年
代
の
二
つ
の
連
邦
最
高
裁
判
蹴
)
に
よ
っ
て
デ
ユ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
適
用
が
全
く
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
確
立
さ
れ
た

そ
の
根
拠
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
考
慮
に
基
づ
き
、
ど
の
よ
う
な
判
例
理
論
の
展
開
を
経
て
形
成

用
し
て
い
る
か
、

で
は
、
の
で
あ
る
が
、

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
が
問
題
と
な
る
。
次
に
、
第
三
章
で
は
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
二
つ
の
論
点
(
い
か
な
る
手

続
要
件
が
憲
法
上
要
求
さ
れ
る
か
、
及
び
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
論
)
が
退
去
強
制
処
分
過
程
で
は
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て

い
る
か
、
を
検
討
す
る
。
最
後
に
、
第
四
章
で
は
、
再
入
国
手
続
と
い
う
手
続
類
型
を
設
け
る
こ
と
が
出
入
国
管
理
手
続
上
ど
の
よ
う
な
意

義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
と
並
ん
で
、
特
に
、
再
入
国
手
続
に
関
し
て
比
較
的
最
近
だ
さ
れ
た
連
邦
最
高
裁
判
例
が
入
国
拒

否
・
退
去
強
制
と
い
う
処
分
類
型
を
掘
り
崩
し
か
ね
な
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
、
右
の
判
例
の
意
義
を
検
討
す
る
こ
と

手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

に
な
る
。

第
二
部
に
お
い
て
は
、
手
続
の
暇
抗
論
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
合
衆
国
移
民
法
を
め
ぐ
る
判
例
に
お
い
て
は
、

手
続
要
件
の
性
質
と
軽
重
に
関
す
る
考
え
方
が
、
手
続
の
暇
庇
と
行
政
機
関
の
判
断
の
違
法
事
由
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

右
の
点
の
考
察
に
際
し
、
本
稿
で
は
、
一
九
五

O
年
以
前
(
第
二
部
第
一
章
)
と
以
降
(
第
二
部
第
二
章
)
と
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代

に
お
い
て
各
手
続
要
件
の
具
体
的
内
容
を
判
例
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、
を
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
に
年
代
を
区
分
す
る
理
由
は
、

合
衆
国
移
民
手
続
と
の
関
係
で
は
も
っ
と
も
重
要
と
も
い
え
る
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
(
当

gm
ペ
gmω
己
認
〈
・
宮
の
の

E
F
)
判
決
が
一

九
五

O
年
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
こ
の
判
決
を
契
機
と
し
て
現
行
出
入
国
管
理
国
籍
法
が
制
定
さ
れ
、
現
行
法
下
で
の
手
続
要
件
に

関
す
る
判
例
の
展
開
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
に
よ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
性
質
の
異
な
る
様
々
な
手
続
保
障
の
軽
重

と
、
そ
の
保
障
を
実
効
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
判
例
が
い
か
な
る
手
法
を
用
い
て
い
る
か
、
を
探
る
(
第
二
部
第
三
章
)
こ
と
と
す
る
。
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説

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
移
民
法
と
い
う
特
定
の
行
政
法
領
域
に
お
い
て
一
定
の
手
続
を
保
障
す
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
義
を
有
す

る
の
か
、
ま
た
そ
の
意
義
を
有
効
な
ら
し
め
る
(
す
な
わ
ち
手
続
保
障
を
実
効
化
す
る
)
た
め
に
合
衆
国
の
判
例
は
い
か
な
る
手
法
を
用
い

七

北法40(3・92)564

論

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
)

て
い
る
か
、
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
合
衆
国
移
民
法
を
め
ぐ
る
判
例
・
制
度
上
の
理
論
が
わ
が
国
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
(
あ
る
い
は

と
は
筆
者
自
身
考
え
て
い
な
い
が
、
憲
法
・
制
定
法
の
解
釈
論
及
び
立
法
論
に
つ
き
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る

も
の
が
あ
る
と
思
う
。

序

注

(1)
最
判
昭
五
三
・
一

0
・
四
民
集
三
二
巻
七
号
一
二
二
三
頁
。

(
2
)
最
高
裁
判
決
自
体
が
在
留
期
間
更
新
拒
否
を
決
す
る
に
当
た
っ
て
法
務
大
臣
の
考
慮
す
べ
き
事
項
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
申
請
者
の
申
請
事
由

の
当
否
、
外
国
人
の
在
留
中
の
一
切
の
行
状
、
圏
内
の
政
治
・
経
済
・
社
会
等
の
諸
事
請
、
国
際
情
勢
、
外
交
関
係
、
国
際
礼
譲
そ
の
他
諸
般
の

事
情
等
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
在
留
期
間
の
更
新
拒
否
と
い
う
あ
る
意
味
で
は
限
定
さ
れ
た
分
脈
の
中
で
の
説
示
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、
越

山
安
久
「
本
件
評
釈
」
『
法
曹
時
報
』
三
四
巻
一
号
二
四

O
頁
ご
九
八
二
)
は
、
「
元
来
外
国
人
に
対
す
る
出
入
管
理
の
制
度
は
、
圏
内
の
治
安

と
善
良
の
風
俗
の
維
持
、
保
健
・
衛
生
の
確
保
、
労
働
市
場
の
安
定
な
ど
の
国
益
の
保
持
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
右
の
よ
う

な
国
益
の
保
護
の
判
断
に
つ
い
て
は
圏
内
は
も
と
よ
り
国
際
的
に
も
広
範
な
情
報
を
収
集
し
て
そ
の
分
析
の
う
え
に
た
っ
て
、
そ
の
と
き
ど
き
に

応
じ
た
的
確
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
時
に
は
高
度
に
政
治
的
な
判
断
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
最
高
裁
の
あ
げ
た
先
の
考
慮
事
項
の
う
ち
、
出
入
国
管
理
に
特
有
な
も
の
と
し
て
指
摘
で
き
る
も
の
は
、

国
際
的
な
外
交
関
係
を
め
ぐ
る
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
萩
野
芳
夫
「
本
件
評
釈
」
『
憲
法
の
基
本
判
例
(
別
冊
法

学
教
室
)
』
八
頁
(
一
九
八
五
)
も
参
照
。

(
3
)
わ
が
国
の
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
る
手
続
も
形
式
的
に
は
合
衆
国
の
そ
れ
に
か
な
り
近
い
内
容
を
備
え
て
い
る
が
、
合
衆
国
に
お
け
る
ヒ
ア
リ

ン
グ
は
、
わ
が
国
の
特
別
審
理
宮
に
よ
る
口
頭
審
理
(
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
四
八
条
)
と
異
な
り
、
当
事
者
対
立
主
義
構
造
と
な
っ

て
い
る
(
宮
川
成
雄
「
退
去
強
制
手
続
の
司
法
審
査
こ
)
」
『
同
志
社
法
学
』
三
五
巻
六
号
七
九
八

O
頁
(
一
九
八
四
)
)
点
で
、
基
本
構
造
に
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大
き
な
差
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。

(
4
)
本
稿
で
は
行
政
手
続
と
は
第
一
次
的
な
行
政
権
の
行
使
に
先
立
つ
と
い
う
意
味
で
の
行
政
の
事
前
手
続
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。

(
5
)
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
手
続
に
手
続
的
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
が
及
ぶ
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
憲
法
三
一
条
説
、
一
三
条
説
、

一
三
条
三
一
条
併
用
説
、
手
続
的
法
治
国
説
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
(
塩
野
宏
『
行
政
法
第
一
部
講
義
案
(
下
)
』
一
一
一
一
|
二
頁
(
一

九
八
九
)
)
。
こ
れ
に
関
す
る
学
説
・
判
例
の
整
理
に
つ
い
て
は
若
干
古
い
も
の
で
は
あ
る
が
小
高
剛
『
住
民
参
加
手
続
の
法
理
』
一
二
八

l
一二六

頁
ご
九
七
七
)
が
な
お
有
用
で
あ
る
。
そ
の
他
、
こ
の
点
の
代
表
的
な
学
説
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
樋
口
陽
一

H
佐
藤
幸
治
H

中
村
睦
男
H
浦
部
法
穂
『
注
釈
日
本
国
憲
法
(
上
)
』
三

O
六
|
八
頁
(
佐
藤
執
筆
)
(
一
九
八
四
)
、
杉
村
敏
正
「
行
政
処
分
と
適
正
手
続
」
『
民

商
法
雑
誌
』
九
三
巻
(
創
刊
五

O
周
年
記
念
論
集
I
・
判
例
に
お
け
る
法
理
論
の
展
開
)
コ
三
二
頁
以
下
こ
九
八
六
)
(
な
お
、
手
島
孝
「
公
正

手
続
条
項
(
日
本
国
憲
法
三
一
条
)
再
論
」
『
法
政
研
究
』
五
一
巻
三
日
四
号
一
五
五
頁
以
下
こ
九
八
五
)
は
、
三
一
条
を
、
一
八
条
か
ら
三

O

条
ま
で
の
実
体
的
基
本
権
保
障
を
受
け
、
そ
れ
ら
基
本
権
の
手
続
的
保
障
に
関
す
る
一
般
規
定
で
あ
る
と
捉
え
直
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
理
論

的
に
は
憲
法
一
一
一
条
も
根
拠
と
な
り
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
川
剛
「
日
本
国
憲
法
の
人
権
構
造
(
上
)
」
『
判
例
タ
イ
ム
ス
』
六
九
四
号
二
三

頁
ご
九
八
九
)
参
照
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
判
例
を
一
覧
す
る
と
、
昭
和
三

0
年
代
ま
で
の
下
級
審
判
決
は
、
行
政
処
分
過
程
に
お
い
て
「
適
法
な
手
続
に
よ
り
判

定
を
受
く
べ
き
こ
と
を
要
求
し
う
る
権
利
」
(
最
判
三
六
・
三
・
二
八
民
集
一
五
巻
三
号
五
九
五
頁
)
を
基
礎
づ
け
う
る
の
は
実
定
法
で
あ
る
と
考

え
、
条
理
上
な
い
し
憲
法
上
よ
り
手
続
保
障
の
必
要
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
、
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
(
浜
秀
和
「
行
政
手
続

の
規
制
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
五

O
O号
八
四
五
頁
(
一
九
七
二
)
。
例
外
と
し
て
、
宇
都
宮
地
判
三
四
・
一
一
了
二
三
行
集
一

O
巻
二
一
号
二
五

九
七
頁
(
教
育
委
員
会
に
お
け
る
教
員
の
懲
戒
免
職
処
分
の
際
に
ほ
と
ん
ど
事
実
調
査
が
な
さ
れ
ず
、
原
告
に
釈
明
の
機
会
も
付
与
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
、
地
方
公
務
員
法
二
七
条
一
項
の
「
公
正
L

を
根
拠
と
し
て
、
違
法
と
し
た
事
例
で
あ
る
。
反
対
・
鹿
児
島
地
判
四

0
・
四
・
五
行
集

一
六
巻
五
号
八
二
三
頁
、
福
岡
高
判
四
一
・
一

0
・
三
一
行
集
一
七
巻
一

O
号
一
一
二
三
頁
)
、
松
山
地
決
四
三
・
七
・
二
三
行
集
一
九
巻
七
号
一

二
九
五
頁
(
公
有
水
面
埋
立
に
関
す
る
も
の
。
反
対
・
札
幌
高
判
五
一
・
七
・
二
九
判
時
八
三
九
号
二
八
頁
、
高
松
高
判
五
九
・
=
了
一
四
判

時
一
一
三
六
号
三
七
頁
等
)
が
著
名
で
あ
る
。
)
。
こ
の
よ
う
に
、
実
定
法
上
の
規
定
を
手
が
か
り
と
し
て
手
続
保
障
の
あ
り
方
を
論
ず
る
と
い
う

手
法
は
、
少
な
く
と
も
判
決
の
論
旨
の
展
開
の
上
で
は
、
い
わ
ゆ
る
個
人
タ
ク
シ
ー
事
件
(
最
判
四
六
・
一

0
・
二
八
民
集
二
五
巻
七
号
一

O
三

七
頁
)
、
群
馬
中
央
パ
ス
事
件
(
最
判
五

0
・
五
・
二
九
民
集
二
九
巻
五
号
六
六
二
頁
)
の
二
つ
の
最
高
裁
判
決
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
例
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説論

え
ば
塩
野
宏
「
行
政
手
続
の
整
備
と
行
政
改
革
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
五

O
号
七
三
頁
(
一
九
七
九
)
、
遠
藤
博
也
『
実
定
行
政
法
』
一
五
六
頁
(
一

九
八
九
)
な
ど
参
照
。
)
。
憲
法
な
ど
に
基
づ
き
実
定
法
の
明
文
に
な
い
手
続
規
範
を
発
見
し
て
、
そ
の
不
遵
守
を
理
由
に
行
政
処
分
を
取
り
消
す

こ
と
に
は
消
極
的
な
姿
勢
は
、
右
の
両
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
阿
部
泰
隆
「
群
馬
中
央
パ
ス
事
件
最
高
裁
判

決
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
五
九
八
号
五
二
頁
(
一
九
七
五
)
は
、
群
馬
中
央
パ
ス
事
件
最
高
裁
判
決
は
、
公
正
手
続
の
保
障
の
存
否
、
内
容
を
個
々
の

法
令
ご
と
に
吟
味
し
よ
う
と
し
、
一
般
的
な
公
正
手
続
原
則
の
樹
立
は
立
法
論
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
個
々
の
実
定
法
規
を

離
れ
て
公
正
手
続
の
保
障
を
一
般
化
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
に
は
ブ
レ
ー
キ
が
か
け
ら
れ
た
、
と
評
価
し
て
い
る
。
)
。
こ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
理

由
も
あ
る
。
し
か
し
、
表
面
上
の
解
釈
作
法
は
と
も
か
く
と
し
て
、
特
に
個
人
タ
ク
シ
ー
事
件
最
高
裁
判
決
は
簡
単
な
制
定
法
の
条
項
に
公
正
手

続
の
理
念
を
読
み
込
ん
で
い
る
(
遠
藤
博
也
H
阿
部
泰
隆
編
『
行
政
法
I
』
二
六
三
頁
(
保
木
本
一
郎
執
筆
)
(
一
九
八
四
)
、
小
高
剛
「
行
政
手

続
と
参
加
」
『
現
代
行
政
法
大
系
』
第
三
巻
一
一

O
頁
(
一
九
八
四
)
な
ど
参
照
。
)
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
実
定
法
上
の
告

知
、
聴
聞
に
関
す
る
規
定
は
比
較
的
簡
単
な
も
の
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
綿
貫
芳
源
H
木
村
実
『
行
政
法
概
論
H
』
五
七
頁
(
綿
貫

執
筆
)
(
一
九
八
八
)
)
。
例
え
ば
南
博
方
H
原
田
尚
彦
H
田
村
悦
一
『
新
版
行
政
法

(
2
)
』
二
一
頁
(
磯
部
力
執
筆
)
(
一
九
八
六
)
は
、
わ
が
国

に
お
け
る
聴
聞
規
定
の
代
表
例
と
し
て
道
路
交
通
法
一

O
四
条
二
項
の
規
定
を
挙
げ
て
い
る
。
)
現
状
か
ら
考
え
る
と
、
右
の
最
高
裁
判
決
が
採
用

し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
相
当
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
の
最
高
裁
判
決
以
降
、
多
く
の
下
級
審
判
決
も
ま
た
右
に
述
べ
た
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
も
の
が
主
流
で
あ
る
(
浦
和
地
判

四
九
・
二
了
一
一
判
時
七
七
四
号
四
八
頁
、
東
京
高
判
五
二
・
二
・
三
東
高
時
二
八
巻
二
号
民
一
一
頁
、
甲
府
地
判
五
二
・
三
・
三
一
判
タ
三

五
五
号
二
二
五
頁
、
岡
山
地
判
五
二
・
一
一
・
一
六
判
時
八
九
三
号
七
六
百
円
、
福
岡
地
判
五
三
・
九
・
二
六
労
判
カ

l
ド
三

O
六
号
九
頁
、
大
阪

地
判
五
五
・
三
・
一
九
行
集
コ
=
巻
二
号
四
八
三
頁
、
浦
和
地
判
五
七
・
八
・
二
七
判
時
一

O
六
二
号
一
四
五
頁
、
東
京
地
判
五
九
・
三
・
二
九

判
時
一
一

O
九
号
一
三
二
頁
、
東
京
高
判
六

0
・
四
・
三

O
行
集
三
六
巻
四
号
六
二
九
頁
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
憲
法
三
一
条
が
刑
事
手
続
に
限

ら
ず
、
広
く
人
の
権
利
・
自
由
を
制
限
す
る
行
政
処
分
の
手
続
に
も
及
ぶ
、
と
す
る
も
の
と
し
て
、
大
阪
高
判
六
二
・
七
・
八
行
集
三
八
巻
六
H

七
号
五
三
二
頁
、
東
京
地
判
四
九
・
七
・
二
ハ
判
時
七
五
一
号
四
七
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。
)
。
ま
た
、
明
文
の
規
定
が
な
い
場
合
に
は
手
続
保
障

を
認
め
る
か
否
か
は
行
政
庁
の
裁
量
で
あ
る
と
し
て
、
憲
法
等
に
基
づ
き
手
続
規
範
を
発
見
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
判
例
と
い
え
ど
も
、
実
際
に

は
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
手
続
内
容
を
審
査
し
た
上
で
判
断
を
下
し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
(
佐
賀
地
判
五

0
・
一
一
・
一
二
訟
月
一
一
一
巻
一
一
一

号
二
五
四
八
頁
、
東
京
地
判
五
四
・
九
・
一
三
番
時
九
六
三
号
二

O
頁
。
な
お
、
東
京
地
判
六
二
・
四
・
一
判
タ
六
四
五
号
一
六
九
頁
は
校
長
の

北法40(3・94)566
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な
し
た
原
級
留
置
処
分
の
無
効
等
確
認
訴
訟
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
判
決
は
、
原
告
に
対
し
告
知
聴
聞
の
機
会
を
与
え
る
な
ど
一
定
の
手
続

を
経
由
す
べ
き
旨
を
定
め
た
法
規
は
な
く
、
原
告
に
右
の
機
会
を
与
え
る
な
ど
の
必
要
が
あ
る
と
も
解
し
が
た
い
、
と
説
示
し
つ
つ
、
「
他
に
本
件

処
分
に
適
正
手
続
を
欠
い
て
い
る
点
を
認
め
る
に
足
る
証
拠
も
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
や
や
微
妙
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
)
、
手
続
保
障
を
否

定
す
る
た
め
に
は
、
法
律
の
根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
以
外
に
さ
ら
に
こ
れ
を
合
理
化
す
る
た
め
の
説
明
を
判
例
は
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
(
静

岡
地
判
五
二
・
コ
了
二
ハ
訟
月
二
三
巻
一
二
号
二
二

O
六
頁
、
仙
台
地
判
五
七
・
三
・
三

O
判
時
一

O
三
九
号
三
六
頁
、
東
京
地
判
五
九
・
一

二
・
三
判
時
一
一
四
六
号
四
三
頁
、
東
京
高
判
六
一
・
三
・
一
九
判
時
一
一
八
一
号
一
頁
、
名
古
屋
地
判
六
三
・
一
・
二
九
判
時
一
二
八
六
号
四

五
頁
、
大
阪
高
判
六
二
・
七
・
八
前
掲
判
決
な
ど
参
照
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
論
旨
が
説
得
的
か
否
か
は
別
途
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
問

題
で
あ
る
。
な
お
、
東
京
地
判
五
六
・
一
・
二

O
判
時
九
九
九
号
四

O
頁
(
保
護
者
に
対
す
る
告
知
聴
聞
を
経
ず
に
行
っ
た
保
育
所
措
置
解
除
処

分
に
つ
き
、
児
童
福
祉
法
な
い
し
規
則
に
は
告
知
聴
聞
を
予
定
し
た
規
定
は
な
く
、
こ
れ
を
行
う
か
否
か
は
行
政
庁
の
合
理
的
裁
量
に
属
す
る
、

と
す
る
。
「
合
理
的
な
裁
量
」
と
い
う
以
上
、
裁
量
権
が
違
法
と
な
る
余
地
が
理
論
的
に
は
存
し
よ
う
。
)
参
照
。
)
。
こ
の
よ
う
に
、
手
続
保
障
に

対
す
る
判
例
の
態
度
に
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
手
続
保
障
が
行
政
庁
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
の
一
事
を
も
っ
て
手
続
違
背
の
主
張
を
退
け

る
と
い
う
態
度
(
例
え
ば
京
都
地
判
三

0
・
一
・
二
八
行
集
六
巻
一
二
号
三

O
O三
頁
、
東
京
地
判
四
六
・
六
・
二
九
行
集
二
二
巻
六
号
八
九
九

頁
と
佐
賀
地
判
五

0
・
一
一
・
一
二
訟
月
一
二
巻
一
二
号
二
五
四
八
頁
と
を
対
比
さ
れ
た
い
。
)
か
ら
す
る
と
、
明
確
な
変
化
が
み
ら
れ
る
(
し
か

し
、
最
近
に
な
っ
て
も
、
法
令
上
事
前
手
続
の
根
拠
規
定
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
い
さ
さ
か
単
純
に
事
前
手
続
保
障
を
否
定
す
る
判
例
が
散
見
さ

れ
る
。
横
浜
地
判
六
二
・
二
・
一
八
判
時
一
二
四
八
号
八
二
頁
、
東
京
地
判
六
ニ
・
一
一
・
三

O
判
時
一
二
八
二
号
一
三
六
頁
)
。
要
す
る
に
、
法

律
の
規
定
の
有
無
や
体
裁
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
聴
聞
を
実
施
し
た
か
否
か
の
み
な
ら
ず
、
聴
聞
の
態
様
等
に
具
体
的
に
立

ち
入
っ
て
、
問
題
と
さ
れ
る
手
続
過
程
を
審
査
す
る
、
と
い
う
の
が
最
近
の
判
例
の
動
向
で
あ
る
(
原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論
全
訂
第
二
版
』

一
O
九
頁
(
一
九
八
九
)
参
照
。
)
。
そ
の
際
、
法
律
上
事
前
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
な
い
場
合
に
も
手
続
保
障
の
憲
法
上
の
根
拠
を
二
二

条
に
求
め
る
か
コ
二
条
に
求
め
る
か
を
深
く
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
手
続
保
障
の
必
要
性
と
内
容
を
個
別
の
事
例
ご
と
に
判
断
し
つ
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
結
局
、
下
級
審
判
例
の
動
向
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
聴
聞
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
も
は
や
手
続
保
障

の
有
無
を
判
断
す
る
決
め
手
と
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(6)
旧
出
入
国
管
理
令
以
来
、
わ
が
国
の
出
入
国
管
理
・
難
民
認
定
法
第
四
五
条
、
四
八
条
の
入
国
審
査
官
の
審
査
、
特
別
審
理
官
の
口
頭
審
理
の

形
式
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
和
田
英
夫
寸
強
制
送
還
と
入
管
行
政
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
四

O
一
号
四
一
頁
(
一
九
六
八
)
)
が
、
現
在
で
も
、
「
違
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反
事
件
が
審
査
段
階
に
移
っ
た
後
の
処
理
は
、
在
留
を
特
別
に
許
可
す
る
か
、
退
去
を
強
制
す
る
か
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
に
つ
き
る
」
(
法

務
省
入
国
管
理
局
編
『
出
入
国
管
理
の
回
顧
と
展
望
』
一
五
二
|
三
頁
(
一
九
八

O))
も
の
で
あ
る
こ
と
を
行
政
庁
側
が
認
め
て
い
る
。
ま
た
、

こ
こ
で
は
、
か
つ
て
第
一
次
臨
調
の
答
申
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
行
政
手
続
運
用
の
実
態
に
対
す
る
批
判
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
聴
聞
手
続
が
全
く

形
式
的
・
言
い
訳
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
(
例
え
ば
園
部
逸
夫
「
行
政
手
続
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
三
六
一
号
一

O
四

頁
(
一
九
六
七
)
、
今
村
成
和
『
行
政
法
入
門
(
第
三
版
)
』
一

O
五
頁
(
一
九
八
九
)
な
ど
参
照
。
な
お
、
東
京
高
判
五
二
・
二
・
三
東
高
時
報

二
八
巻
二
号
民
一
一
頁
は
、
問
題
と
さ
れ
た
行
政
庁
に
よ
る
審
査
が
形
式
に
流
れ
委
細
を
尽
く
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
審
査
手
続
を

違
法
と
し
て
い
る
。
)
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(7)
例
え
ば
井
上
治
典
「
手
続
保
障
の
第
三
の
波
(
ご
」
『
法
学
教
室
』
二
八
号
四
五
頁
ご
九
八
三
)
参
照
0

・

(
8
)
最
判
四
六
・
一

0
・
二
八
民
集
二
五
巻
七
号
一

O
三
七
頁
。

(
9
)
最
判
五

0
・
五
・
ニ
九
民
集
ニ
九
巻
五
号
六
六
二
頁
。

(
叩
)
遠
藤
博
也
『
講
話
行
政
法
』
=
二
頁
二
九
七
八
)
。
ま
た
、
阿
部
泰
隆
『
行
政
裁
量
と
行
政
救
済
』
一
五

O
l
二
頁
(
一
九
八
七
)
も
参
照
。

(
日
)
手
続
保
障
に
ど
の
よ
う
な
法
的
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
か
、
は
手
続
回
収
庇
論
に
お
い
て
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
の
わ
が
国
の
判
例
(
前
掲
注

(
8
)
(
9
)
の
最
高
裁
判
決
参
照
)
は
、
手
続
の
破
庇
は
、
実
体
的
な
違
法
と
は
異
な
り
、
当
然
に
は
処
分
の
取

消
事
由
と
は
な
ら
な
い
、
と
し
、
手
続
の
殺
庇
の
存
在
が
行
政
庁
の
実
体
的
な
判
断
を
変
更
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
処
分
取
消
の
要
件
と

し
て
い
る
(
手
続
違
反
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
を
認
め
る
判
例
は
ご
く
例
外
的
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
例
と
し
て
、
大
阪
地
判
五
五
・
三
・
一
九
行
集
コ
二
巻
二
号
四
八
三
頁
参
照
)
。
こ
の
行
政
庁
の
判
断
変
更
可
能
性
の
要
件
が
ど
の
よ
う
に
適

用
さ
れ
る
か
は
、
個
別
の
実
定
法
ご
と
に
異
な
る
た
め
、
一
概
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ご
く
一
般
的
な
形
で
判
例
の
態
度
を
要
約

す
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
法
律
上
も
し
く
は
解
釈
上
必
要
と
さ
れ
る
告
知
聴
聞
を
そ
も
そ
も
全
く
行
っ
て
い
な
い
場
合

に
つ
い
て
は
取
消
事
由
と
し
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
(
例
え
ば
浦
和
地
判
四
四
・
一
一
・
二
七
行
集
二

O
巻
一
一
号
一
五
一
三
頁
、
浦
和
地

決
四
九
・
四
・
一
五
行
集
二
五
巻
一

O
号
二
二
五
頁
、
岡
山
地
判
五
二
・
一
一
・
一
六
判
時
八
九
三
号
七
六
頁
な
ど
)
。
他
方
、
形
式
的
に
は
あ

る
手
続
を
履
践
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
当
該
手
続
保
障
の
趣
旨
目
的
に
反
す
る
よ
う
な
場
合
(
そ
の
例
と
し
て
は
千
葉
地
判
四
三
・
九
・
一

O

行
集
一
九
巻
一

O
号
一
五
六
八
頁
参
照
)
で
な
け
れ
ば
(
保
障
の
趣
旨
目
的
に
反
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
最
判
四
九
・
三
了
二

O
民

集
二
八
巻
一

O
号
一
八
六
八
頁
参
照
)
、
実
質
的
に
は
当
該
手
続
保
障
が
な
さ
れ
た
と
同
視
し
う
る
場
合
も
あ
る
(
例
え
ば
長
崎
地
決
三
四
・
コ
了

論
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二
行
集
一

O
巻
一
二
号
二
五
六
一
頁
、
東
京
地
判
四
九
・
七
・
一
五
訟
月
二

O
巻
一

O
号
四
三
頁
な
ど
)
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
形
式
的
に
は
あ
る
手

続
を
履
践
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
保
障
の
実
質
か
ら
み
て
手
続
の
回
収
庇
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
、
処
分
が
取
り
消
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
事
実

認
定
上
微
妙
な
事
項
に
つ
き
当
事
者
に
対
し
実
質
的
な
機
会
の
保
障
が
要
求
さ
れ
る
場
合
(
例
え
ば
浦
和
地
判
四
九
・
=
了
一
一
判
時
七
七
四

号
四
八
頁
、
東
京
高
判
五
二
・
二
・
三
東
高
時
二
八
巻
二
号
民
一
一
頁
、
大
阪
高
判
五
五
・
三
・
一
九
行
集
三
一
巻
二
号
四
八
三
頁
な
ど
)
な
ど

が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
そ
の
他
、
時
と
し
て
、
処
分
の
相
手
方
の
対
応
を
理
由
と
し
て
手
続
の
暇
杭
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
(
東
京

高
判
五
六
・
二
一
・
一
一
一
判
時
一

O
三
二
号
五

O
頁)。

な
お
、
所
得
税
法
上
の
理
由
付
記
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
例
え
ば
室
井
力
H
塩
野
宏
『
行
政
法
を
学
ぶ
I
』
二
五
五
頁
(
塩
野
執
筆
)
(
一
九
八

二
参
照
)
の
他
、
固
定
資
産
税
評
価
委
員
会
の
手
続
に
関
し
て
も
、
下
級
審
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
程
度
判
例
は
固
ま
り
つ
つ
あ
る
(
札
幌
高
判
六

0
・
三
・
二
七
判
時
一
一
七
一
号
六
四
頁
、
大
阪
高
判
六
一
・
六
・
二
六
判
タ
六
二
六
号
二
ニ
六
頁
及
び
そ
の
コ
メ
ン
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
判

例
を
参
照
。
ま
た
、
判
例
法
理
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
・
前
掲
書
注

(
5
)
一
五
七
頁
参
照
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
務
員
の
懲
戒
処
分
に
関

す
る
事
例
に
は
若
干
の
動
揺
が
み
ら
れ
る
。
甲
府
地
判
五
二
・
三
・
三
一
判
タ
三
五
五
号
二
二
五
頁
と
東
京
地
判
五
九
・
三
・
二
九
判
時
一
一

O

九
号
一
三
二
頁
、
東
京
高
判
中
ハ

0
・
四
・
三

O
行
集
三
六
巻
四
号
六
二
九
頁
と
で
か
な
り
差
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
阿
部
・
前
掲
書
注
(
日
)

一
五
四
l
五
頁
参
照
。

(
ロ
)
前
掲
注
(
日
)
で
述
べ
た
よ
う
な
、
行
政
庁
の
実
体
的
判
断
変
更
可
能
性
を
、
手
続
回
収
庇
を
理
由
と
す
る
処
分
取
消
の
要
件
と
す
る
こ
と
に
は

そ
れ
な
り
に
合
理
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
阿
部
泰
隆
「
原
発
訴
訟
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
合
乙
」
『
判
例
評
論
』
=
二
八
号

一
七
四
頁
(
一
九
八
五
)
は
、
特
に
憲
法
や
関
連
法
規
の
解
釈
か
ら
行
政
の
道
守
す
べ
き
手
続
の
存
在
が
導
き
出
さ
れ
る
場
合
に
つ
き
、
そ
の
よ

う
な
手
続
規
範
の
不
遵
守
を
理
由
に
直
ち
に
行
政
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
は
行
政
に
不
測
の
不
利
益
を
も
た
ら
す
し
、
判
例
に
よ
る
法
創
造
と
の

批
判
を
避
け
が
た
い
、
と
い
う
。
ま
た
、
綿
貫
芳
源
「
告
知
・
聴
聞
を
中
心
と
す
る
公
正
手
続
の
内
容
と
限
界
」
『
公
法
の
理
論
(
田
中
二
郎
博
士

古
稀
記
念
論
集
)
(
中
)
』
一

O
四
六

l
七
頁
(
一
九
七
六
)
は
訴
訟
経
済
上
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
も
そ
も
手
続
の
公
平
性
が

重
要
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
の
み
が
追
求
さ
れ
る
べ
き
唯
一
の
価
値
と
は
い
え
な
い
(
字
賀
克
也
『
ア
メ
リ
カ
行
政
法
』
一
二
九
頁
(
一
九
八

八
)
)
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
過
度
に
実
体
法
に
傾
斜
し
て
手
続
保
障
の
存
在
意
義
を
把
握
す
る
(
和
田
英
夫
「
東
京
地
判
五

九
・
三
・
二
九
行
集
三
五
巻
四
号
四
七
六
頁
に
関
す
る
判
例
評
釈
L

『
自
治
研
究
』
六
二
巻
三
号
一
二
七
頁
(
一
九
八
六
)
は
、
そ
の
評
釈
の
対
象

と
し
て
い
る
判
例
に
対
し
て
、
処
分
手
続
に
お
け
る
強
い
実
体
論
的
理
解
へ
の
傾
斜
が
み
ら
れ
る
と
批
判
し
て
い
る
)
と
、
手
続
の
壊
庇
は
「
裁
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判
所
の
実
体
的
判
断
を
支
え
る
補
強
的
理
由
と
な
る
か
、
せ
い
ぜ
い
方
便
的
な
理
由
と
な
る
だ
け
」
と
の
批
判
(
原
田
尚
彦
「
行
政
訴
訟
の
構
造

と
実
体
審
査
」
『
公
法
の
課
題
(
田
中
二
郎
博
士
追
悼
記
念
論
集
)
』
三
六
八
頁
ご
九
八
五
)
)
が
正
鵠
を
射
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
(
も
っ
と

も
、
原
田
教
授
自
身
も
処
分
内
容
の
正
当
性
が
客
観
的
に
明
白
で
あ
る
場
合
に
ま
で
処
分
手
続
の
殺
庇
が
処
分
の
取
消
事
由
と
は
な
ら
な
い
、
と

し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
無
駄
な
手
続
を
繰
り
返
す
の
は
妥
当
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
(
原
田
尚
彦
『
判
例
タ
イ
ム
ス
』
ニ
七
四
号
七
八

頁
(
一
九
七
二
)
)
、
常
に
手
続
保
障
が
実
体
判
断
に
優
先
す
る
と
い
う
考
え
方
を
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
)
。

(
日
)
目

B
B
-
m
g
z
oロ
田
口
円
山

Z
白
色
。
ロ
丘
一
々
〉

2
・
〉

2
0同
』
ロ
ロ
巾
N
戸
呂
町
N
司
君
主
回
〉
ヨ
巾
ロ
仏

g
g
g
(宰
ω
Z
H・
5
ω
)
¥
H
d
-
m
∞
c
ご
Z
C
E門
包

ω片山門巾出

わ。門同巾・

(
U
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
例
え
ば
萩
野
芳
夫
『
基
本
的
人
権
の
研
究
』
二
四
頁
(
一
九
八

O
)
、
萎
徹
『
在
日
朝
鮮
人
の
人
権
と
日
本
の
法
律
』
一
一
二

一
一
員
(
一
九
八
七
)
な
ど
参
照
。

(
日
)
出

-m-
岡山開

T
-
n
o
Z
0・
刃
向
。
・
お
宮
(
呂
町
凶
)
め
町
向
憎
む
ケ
ロ
・
の
白
丘
ロ

2
・
UNh

句、w
G
R
a
b
s
h同
b
R
Eミ
刊
誌
な
wp
∞
国
臣
、
HAZの
的
。
o
z由、門戸・

ρ・
ω
巧
-
A
C日

(
H
U

∞H
)
.
 

(日

)
Z♀
2
・
河
喜
史
民
的
N
.
H
a
b
¥
b
s
b
h同
S
S芝、
bHN.色
町

民

間

Q
3
.
s
h
p
g
c
-
H
M
K
P
F
H
N豆
、
・
∞
吋
∞
・
∞
∞

N
(凶
器

N)
・

(口
)
ω
2
4司〉
Z
H巧
〉

E
-
Uの
〉
戸
わ
。

z↓
問
。
戸
。
司
。
。
〈
何
回

ZEZ、同
J
E申

(
5
5・

(
国
)
』
曲
目
)
血
ロ
何
回

m
-
5
5
-
m『
白
口
同
わ
白
印
巾
(
ベ
白
ヨ
巳
若
山
一
〈
・
古
田
町
内
同
)

w

H

∞
∞
戸

ω・
2
(
E
o
s
-

(
凹
)
こ
れ
を
正
当
化
す
る
法
理
論
と
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
例
は
絶
対
的
権
限
理
論
(
三
巾
ロ
同
弓
吉
巧
R
5
2
2
)
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
展
開

し
て
き
で
い
る
。
そ
の
歴
史
的
展
開
過
程
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
と
司
法
審
査
」

『
北
大
法
学
論
集
』
三
四
巻
五
号
八
六
二
頁
以
下
こ
九
八
四
)
参
照
。

(
初
)
拙
稿
・
前
掲
注
(
叩
)
八
七

O
|ニ
頁
。

(
紅
)
こ
の
よ
う
に
、
移
民
規
制
権
限
の
行
使
に
対
す
る
実
体
的
制
約
と
手
続
的
制
約
と
で
差
が
生
ず
る
理
由
は
こ
の
「
絶
対
的
権
限
論
」
の
保
護
法

益
の
性
格
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
拙
稿
・
前
掲
注
(
叩
)
八
七
一
頁
。

(
泣
)
後
に
み
る
よ
う
に
、
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
処
分
と
も
、
そ
れ
自
体
に
関
す
る
行
政
機
関
内
部
に
お
け
る
最
終
的
な
決
定
機
関
は
移
民
不
服
審

査
委
員
会
で
あ
る
。

(
犯
)
句
史
・
。
。
。
ロ
若
宮
ー
の
戸
T
H
F
E呂
田
〉
d
o
z
F
P者
〉

Z
U
叶
出
向
冨
。
JhE白
甲
山
叶
。
司
匂
何
回
印
。
z
m
∞問、コ担問岡山

Z
∞
叶
〉
叶
何
回

-Nお
(
冨
芯
)
・

論
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

(M)
実
体
的
な
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
に
関
し
て
不
確
定
法
概
念
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
要
件
裁
量
・
効
果
裁

量
と
も
に
行
政
機
関
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
実
体
的
な
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。

(
お
)
外
国
人
が
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
に
該
当
し
て
い
て
も
、
司
法
長
官
が
裁
量
的
判
断
に
よ
り
救
済
す
る
制
度
が
存
在
す
る
。
裁
量
的
救
済

制
度
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
退
去
強
制
か
ら
の
裁
量
的
救
済
に
つ
い
て
は
例
え
ば
∞
C
ω
ゎ

2
N印
ω
(
二
四
三
条
)
、

2
N
E
(
二
四
四
条
)
、

入
国
拒
否
か
ら
の
そ
れ
に
関
し
て
は
例
え
ば
∞
C
ω
-
n
-
m
ロ
足
三
二
二
条
)
参
照
。

(
部
)
伝
統
的
な
裁
量
統
制
の
手
法
一
般
と
対
比
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
薦
束
の
程
度
は
き
わ
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
。
立
法
部
に
よ
る
伝
統
的
裁
量
統

制
の
手
法
と
そ
の
変
化
及
び
立
法
部
に
よ
る
裁
量
統
制
と
司
法
部
に
よ
る
そ
れ
と
の
相
互
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
最
近
の
も
の
と
し

て、担問町・

ω町田沼町。
H
の-一円}内的自由

p
n。
ぷ
刊
誌
説
、
志
向
め
一
答
尽
き
町
内
。
ミ
、
Hγ

むさ叫

F
p
n
C
弐札口町一月きも営及。お札一
s
h
A
凡さ
S
Pマミ凡で同
h
b
g
・
5
∞∞円)己目白山

円、.』∞]{申(同申∞∞)

(
幻
)
も
ち
ろ
ん
、
国
選
弁
護
人
の
保
障
以
外
に
も
、
退
去
強
制
手
続
が
「
裁
判
」
手
続
で
は
な
い
こ
と
か
ら
当
然
に
生
ず
る
違
い
(
特
に
職
能
分
離

と
の
関
係
)
も
あ
り
、
ま
た
、
当
該
手
続
が
純
然
た
る
「
刑
事
」
手
続
で
は
な
い
こ
と
に
よ
り
生
、
ず
る
違
い
(
特
に
証
拠
法
則
を
め
ぐ
る
問
題
)

も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
、
具
体
的
に
は
、
制
度
及
び
判
例
の
分
析
に
関
す
る
叙
述
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
羽
)
わ
が
国
に
お
け
る
行
政
の
事
前
手
続
保
障
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
①
行
政
手
続
に
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
が
か
か
る
か
否
か
、
②
か

か
る
と
し
て
憲
法
上
の
根
拠
条
文
と
し
て
は
い
か
な
る
も
の
が
あ
り
う
る
か
、
③
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
要
求
さ
れ
る
手
続
内
容
は
い
か

な
る
も
の
が
あ
り
う
る
か
、
④
手
続
の
殺
庇
と
実
体
的
な
取
消
事
由
と
の
関
係
、
の
四
点
に
集
中
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で

は
こ
れ
ら
に
つ
き
詳
し
く
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
以
下
の
叙
述
と
の
関
係
上
、
次
の
こ
と
の
み
言
及
し
て
お
く
。
そ
れ
は
第

三
点
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
行
政
過
程
を
過
度
に
「
憲
法
化
L

「
裁
判
手
続
化
L

し
、
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
制
約
に
服
せ
し
め
る
と
、

権
利
剥
奪
に
要
さ
れ
る
作
業
が
必
要
以
上
に
複
雑
化
し
、
他
面
、
実
体
的
な
結
果
の
正
当
性
を
高
め
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

2
2唱

ω白匂
E
5・旬、
R
S
A
s
h
b号
、
さ
R
a
で
b
E
P
H
N吋ピ
-
p
r
F
-
E
W〈
・
ロ
ゲ
ロ
品
(
冨
吋
∞
)
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
て
の
処
分
手
続
に
聴
聞
が

要
求
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
(
例
え
ば
青
木
康
『
行
政
手
続
法
指
針
』
一
一
七
|
八
頁
(
一
九
八

O
)
参
照
)
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
憲
法
論
か
ら
は
、
行
政
処
分
過
程
と
適
正
手
続
と
の
関
係
に
つ
き
、
事
前
手
続
が
ど
こ
ま
で
憲
法
上
の
要
請
と
し
て
妥
当
す
る

か
は
必
ず
し
も
容
易
に
断
定
し
が
た
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
立
法
部
の
判
断
も
考
慮
し
な
が
ら
、
問
題
と
な
る
権
利
・
自
由
や
行
政
目
的

に
照
ら
し
、
個
別
・
具
体
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
か
(
樋
口
陽
一
日
佐
藤
幸
治
H
中
村
睦
男
H
浦
部
法
穂
・
前
掲
書
注

(
5
)
一
二
一
一
頁
(
佐
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説

藤
執
筆
)
(
一
九
八
四
)
)
、
い
か
な
る
権
力
が
行
使
さ
れ
る
の
か
、
い
か
な
る
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
緊
急
性
が
あ
る
か
等
、
諸
般
の

事
情
を
考
慮
し
て
、
憲
法
上
の
正
当
手
続
の
要
請
を
認
め
う
る
か
否
か
を
判
断
す
べ
し
(
橋
本
公
百
一
「
憲
法
理
念
の
行
政
法
へ
の
投
影
」
『
公
法
研

究
』
四

O
号
一
四
三
頁
(
一
九
七
八
)
)
と
い
っ
た
、
一
種
の
利
益
衡
量
テ
ス
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
m
U
)

き
盟
国
昨
日
ω戸

h
y
v
結晶・

2
H
1
巴
・
な
お
、
一
九
四
六
年
に
制
定
さ
れ
た
元
々
の
法
律
は
一
九
六
六
年
の
合
衆
国
法
典
第
五
巻
の
改
編
作
業
に

よ
り
形
式
的
に
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
四
六
年
の
条
文
の
う
ち
第
一
条
(
「
こ
の
法
律
は
行
政
手
続
法
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
も
の
)
以
外
は
、
合
衆
国
法
典
第
五
巻
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
条
項
を
総
称
し
て
行
政
手
続
法
と
呼
ぶ
慣
行
が
定
着
し
て
い

る
。
字
賀
・
前
掲
書
注
(
ロ
)
一
頁
。

(
却
)
従
来
の
合
衆
国
行
政
手
続
法
制
に
つ
い
て
の
わ
が
国
で
の
文
献
は
枚
挙
の
暇
が
な
い
。
そ
の
代
表
的
文
献
に
つ
い
て
は
田
中
館
照
橘
「
わ
が
国

の
行
政
手
続
法
制
の
動
向
」
『
法
律
論
叢
』
六

O
巻
二
日
三
号
二
五
九
頁

(
5
)
、
(
9
)
、
(
叩
)
及
び
(
ロ
)
(
一
九
八
七
)
に
網
羅
的
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の
他
最
近
の
行
政
手
続
法
に
関
す
る
論
稿
と
し
て
は
、
古
城
誠
「
規
則
制
定
と
行
政
手
続
法
(
A
P
A
)
|
|

規
則
制
定
及
び
司
法
審
査
の
変
容
」
藤
倉
陪
一
郎
編
集
代
表
『
英
米
法
論
集
(
田
中
英
夫
先
生
還
暦
記
念
論
集
)
』
二
二
三
頁
(
一
九
八
七
)
、
紙

野
健
二
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
規
則
制
定
の
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
『
法
制
論
集
』
八

O
号
六
六
頁
こ
九
七
九
)
、
荏
原
明
則
「
行
制
機
関
に
よ

る
規
則
制
定
の
諸
問
題
ご
)
」
「
(
二
)
」
「
(
三
)
」
「
(
四
)
」
『
神
戸
学
院
法
学
二
二
巻
二
号
一
頁
、
二
一
巻
三
号
九
九
頁
、
二
一
巻
四
号
六
九
頁
、

一
三
巻
二
号
三
五
頁
(
一
九
八
一
1
1
二
)
、
大
浜
啓
吉
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ル

l
ル
メ
イ
キ
ン
グ
の
構
造
と
展
開
ご
)
」
「
(
二
)
L

「
(
三
)
」
『
自

治
研
究
』
六
二
巻
一
一
号
一

O
二
頁
、
六
二
巻
一
二
号
一

O
七
頁
、
六
三
巻
二
号
九
三
頁
(
一
九
八
六
|
七
)
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ル

1
ル

メ
イ
キ
ン
グ
の
研
究
こ
)
」
「
(
二
)
」
『
専
修
法
研
論
集
』
一
号
三
七
頁
、
二
号
一
頁
(
一
九
八
八
)
、
西
鳥
羽
和
明
「
規
則
の
類
型
と
非
正
式
手

続
の
適
用
除
外
」
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』
一
九
号
一
四
九
頁
(
一
九
八
六
)
、
字
賀
克
也
・
前
掲
書
注
(
臼
)
、
松
井
茂
記
「
非
刑
事
領
域
に
お

け
る
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
展
開
(
こ
」
「
(
二
)
」
「
(
三
)
」
「
(
四
)
」
『
法
学
論
叢
』
一

O
六
巻
四
号
二
一
頁
、
一

O
六
巻
六
号
四
四

頁
、
一

O
七
巻
一
号
七
二
頁
、
一

O
七
巻
四
号
六
二
頁
(
一
九
八

O)
、
本
多
滝
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
手
続
法
理
の
生
成
|
l
伝
統
的

行
政
理
論
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
ご
)
」
「
(
二
)
」
『
法
政
論
集
』
一
一
八
号
一
五
九
頁
、
一
二

O
号
三
三
五
頁
(
一
九
八
八
)
な
ど
が
あ

る。

(
お
)
こ
の
こ
と
は
、
小
高
剛
「
行
政
手
続
の
再
検
討
会
一
)
」
『
法
学
雑
誌
』
一
九
巻
一
号
二
九
頁
(
一
九
七
二
)
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
政
過

程
が
、
「
適
正
な
実
質
内
容
を
持
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
簡
易
迅
速
な
手
続
の
中
で
獲
得
し
、
そ
の
過
程
に
対
す
る
司
法
審
査
を
通
じ
て
人
権
保
護

論
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を
企
図
す
る
必
要
が
あ
」
り
「
こ
の
意
味
で
の
処
分
に
い
た
る
思
考
過
程
の
明
確
化
が
必
要
で
あ
る
こ
と
」
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
し

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
小
高
教
授
と
筆
者
と
の
問
題
関
心
な
い
し
視
点
と
は
や
や
異
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
筆
者
自
身
の
問
題
関
心
な
い
し
視
点

は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
あ
る
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
わ
が
国
の
行
政
訴
訟
制
度
は
、
合
衆
国
の
よ
う
な
「
記
録
に
基
づ
く
審
査
」
方
式
を

採
用
し
て
お
ら
ず
、
合
衆
国
の
訴
訟
構
造
の
分
類
に
依
拠
し
て
い
え
ば
「
完
全
再
審
査
」
で
あ
る
た
め
、
当
事
者
は
裁
判
所
に
お
い
て
行
政
処
分

の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
を
十
分
に
争
う
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
手
続
上
の
適
否
の
み
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
は
、
合
衆
国
の
場
合
と
は

異
な
り
、
相
当
の
限
界
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
注
(
臼
)
及
び
後
述
す
る
と
こ
ろ
を
参
照
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

実
体
的
側
面
を
捨
象
し
て
、
手
続
の
み
を
そ
れ
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
の
有
効
性
は
か
な
り
限
ら
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
わ

が
国
に
お
い
て
は
、
実
体
法
的
側
面
に
十
分
留
意
し
つ
つ
、
手
続
保
障
の
意
義
を
探
る
こ
と
|
|
つ
ま
り
、
実
体
法
と
手
続
法
と
を
連
動
さ
せ
っ

つ
、
一
連
の
行
政
過
程
の
中
で
実
体
法
と
手
続
法
と
の
機
能
分
担
を
考
察
す
る
こ
と

l
!が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
幻
)
こ
の
こ
と
は
、
手
続
殺
庇
論
と
も
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
手
続
の
暇
庇
と
取
消
事
由
と
の
関
係
を
考
察
す
る
に
際
し
て
手
続
の
軽
重
が
問
題
と

な
る
と
す
る
立
場
に
立
て
ば
(
越
山
安
久
「
群
馬
中
央
パ
ス
最
高
裁
判
決
(
前
掲
注
(

9

)

)

評
釈
」
『
最
高
裁
判
例
解
説
民
事
編
(
昭
和
五

0
年

度
)
』
二
五
五
!
六
頁
二
九
七
九
)
参
照
。
こ
の
こ
と
自
体
に
は
阿
部
泰
隆
・
前
掲
書
注
(
叩
)
一
五
六
頁
も
同
調
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
)
、

寝
庇
の
存
在
が
問
題
と
さ
れ
る
手
続
保
障
に
い
か
な
る
意
義
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
当
該
手
続
の
殺
庇
の
重
要
性
を
判
断
す
る
上
で
不

可
欠
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
お
)
外
国
人
の
人
権
に
関
す
る
文
献
は
枚
挙
の
暇
が
な
い
が
、
議
論
の
状
況
を
簡
潔
明
快
に
略
述
す
る
も
の
と
し
て
は
、
中
村
睦
男
『
憲
法
初
講
』

二
四
頁
以
下
(
一
九
八
四
)
参
照
。
そ
の
他
、
最
近
の
も
の
と
し
て
さ
し
あ
た
り
、
芦
部
信
喜
「
人
権
の
享
有
主
体
(
二
)
」
「
(
三
)
」
『
法
学
教
室
』

一
O
二
号
三

O
頁
、
一

O
三
号
六
九
頁
こ
九
八
九
)
、
ま
た
、
社
会
保
障
受
給
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
高
藤
明
「
国
際
規
範
か
ら
み
た
わ
が
国

社
会
保
障
法
の
国
際
化
の
現
状
と
課
題
|
|
国
際
的
「
連
携
」
を
中
心
と
し
て
|
|
」
『
社
会
労
働
研
究
』
三
五
巻
一
号
九
頁
、
特
に
五
一
頁
以

下
(
一
九
八
八
)
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。
そ
の
他
、
外
国
人
の
人
権
論
と
の
関
係
で
出
入
国
管
理
手
続
を
検
討
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
て
、
萩
野
芳
夫
『
国
籍
・
出
入
国
と
憲
法
』
(
一
九
八
二
)
、
中
村
義
幸
「
退
去
強
制
法
研
究
序
説
(
一
)
(
二
)
」
『
拓
大
論
集
』
一
三
七

号
、
一
四

O
号
ご
九
八
二
)
、
朴
康
弘
「
定
住
外
国
人
の
滞
在
権
の
保
障
(
一
)
(
二
)
」
『
大
阪
市
大
法
学
雑
誌
』
三
二
巻
二
号
、
三
二
巻
三
号

こ
九
八
五
|
六
)
が
あ
る
。
合
衆
国
出
入
国
管
理
手
続
自
体
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
川
原
謙
一
『
米
国
退
去
強
制
法
の
研
究
』
(
一
九
六
四
)
、

布
井
敬
二
郎
『
米
国
に
お
け
る
出
入
国
管
理
及
び
国
籍
法
(
上
)
(
下
)
』
ご
九
八
五
)
、
行
政
裁
量
統
制
の
視
点
か
ら
合
衆
国
退
去
強
制
手
続
を
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説

分
析
し
た
も
の
と
し
て
宮
川
茂
雄
「
退
去
強
制
手
続
の
司
法
審
査
1
1
一
九
五
二

1
八
O
年
の
日
米
比
較
研
究
|
|
(
一
)
(
一
一
)
」
『
同
志
社
法
学
』

一
八
四
号
七

O
頁
、
一
八
五
号
一
六
八
頁
(
一
九
八
四
)
が
あ
る
。
な
お
、
わ
が
国
の
出
入
国
管
理
法
に
関
す
る
本
格
的
な
解
説
書
が
最
近
公
刊

さ
れ
た
。
黒
木
忠
正
『
外
事
法
』
(
一
九
八
八
)
で
あ
る
。

(
制
)
拙
稿
・
前
掲
注
(
凶
)
八
六
二
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
め
mmw
回
口
℃
吋
国
・
ロ
・
(
百
)
・

(お
)ω
∞
皆
同
同
・
∞
記
・

(
幻
)
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
(
佐
藤
幸
治
『
憲
法
訴
訟
と
司
法
権
』
一
六
二
|
三
頁
(
一
九
八
四
)
参
照
)
と
同
じ
く
、
聴
聞
を
受
け
る
憲

法
上
の
権
利
と
制
定
法
上
の
権
利
と
の
境
界
は
不
分
明
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
議
会
が
従
来
の
判
例
法
を

制
定
化
す
る
努
力
を
続
け
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
橋
本
公
亘
「
ア
メ
リ
カ
行
政
法
に
お
け
る
聴
聞
を
受
け
る
権
利
」
『
法
学
新
報
』
六

八
巻
二
号
七
頁
(
一
九
六
一
)
頁
等
参
照
)
。
こ
の
状
況
は
基
本
的
に
は
移
民
法
領
域
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
制
定
法
を
紹
介
・

検
討
す
る
こ
と
も
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
解
明
の
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

(
お
)
己
巳
円
包

ω宮
門
巾
印
巾
凶
吋
巾
]
・
関
口
出
口
町
内
〈
・

ω町
田
口
問
『

S
E
a
-
ω
ω
∞己

ω・
日

ω吋
(
同
甲
山
C
)
・ω
F白戸
Hm
川
町
ロ
巾
由
回
日
、

4
・

C
E
Z仏
ω巳
g
g内
叶
叩
】
・
冨

mNRωAH印
巴
・

ω
-
N
O品
(
]
{
由
印

ω)
・

(
却
)
問
、
白
ロ
仏
。
ロ
〈
・

2
白
印
巾
ロ
円

UWAF一山山田口・
ω
-
M
H
(
H
U

∞N
)

・

(
川
制

)ωω
由

C
ω
・

ω
ω
(昌
一
凶
(
)
)
・

(
H
U
)

従
来
の
合
衆
国
出
入
国
管
理
手
続
に
関
す
る
研
究
は
い
ず
れ
も
、
手
続
要
件
の
い
わ
ば
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
的
な
考
察
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

手
続
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
実
体
的
利
益
の
内
容
に
関
す
る
検
討
が
欠
如
し
が
ち
で
あ
り
(
中
村
義
幸
「
退
去
強
制
法
研
究
序
説
L

『
拓
大
論
集
』
一

三
七
号
八
五
六
頁
(
一
九
八
二
)
)
、
他
方
、
手
続
全
体
を
処
分
過
程
と
し
て
み
た
場
合
の
個
別
の
手
続
要
件
の
も
つ
意
義
を
検
討
す
る
と
い
う

視
点
を
持
つ
て
は
い
な
い
。

(
必
)
こ
こ
で
、
本
稿
の
よ
う
な
研
究
が
持
っ
て
い
る
限
界
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
界
と
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
わ

が
国
と
異
な
り
、
行
政
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
は
「
記
録
に
基
づ
く
審
査
」

(
Oロ
吾

巾

2
2司
包
括
i
g司
)
を
行
う
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
事
実
関
係
に
関
す
る
事
項
は
行
政
機
関
段
階
で
作
成
さ
れ
た
記
録
に
依
拠
し
て
裁
判
所

は
判
断
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
行
政
機
関
で
記
録
が
作
成
さ
れ
る
段
階
を
き
ち
ん
と
し
て
お
か
な
い
と
、
当
事
者
は
後
に

論
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手続的デュー・プロセス理論の一断面(一)

裁
判
所
に
出
訴
し
で
も
事
実
関
係
を
覆
す
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
非
常
に
不
公
正
な
結
果
が
発
生
す
る
。
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め

に
は
、
記
録
を
作
成
す
る
段
階
で
当
事
者
に
厚
い
手
続
的
保
護
を
与
え
、
も
っ
て
裁
判
所
に
審
理
の
基
礎
と
な
る
記
録
の
信
輝
総
性
を
確
保
す
る
必

要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
合
衆
国
に
特
有
な
訴
訟
構
造
上
の
事
情
が
背
景
と
な
っ
て
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
行
政
手
続
審
査
が
発

達
し
、
多
く
の
判
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
こ
の
点
に
関
し
て
は
綿
貫
芳
源
・
前
掲
注
(
ロ
)
一

O
六
一
|
一
頁
参
照
。
な
お
、

わ
が
国
は
、
合
衆
国
の
訴
訟
構
造
に
当
て
は
め
て
い
え
ば
、
完
全
再
審
査

2
2
5
4。

zi巾
者
)
で
あ
る
。
完
全
再
審
査
の
場
合
に
は
、
行
政
機

関
の
行
為
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
要
求
は
否
定
さ
れ
る
、
と
い
う
法
理
が
合
衆
国
に
は
存
在
す
る
。
ロ
〉
S
F
N
〉
ロ
富
Z
窃
斗
同
〉
吋
言
明
一
戸
〉
巧
司
自
〉
I

回
目
・

8申
l
S
(
N
a
a
・
5
這
)
は
こ
の
法
理
の
展
開
と
欠
点
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
)
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟

構
造
を
採
用
し
て
い
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
手
続
理
論
を
そ
の
ま
ま
に
は
導
入
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
一
定
の
留
意
が

必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、
行
政
手
続
の
適
正
化
の
要
請
が
事
後
救
済
制
度
の
存
在
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
(
例
え
ば
杉
村
敏
正
『
全
訂
行
政
法
講
義
総
論
(
上
)
』
二
一
七
頁
こ
九
六
九
)
な
ど
参
照
。
ま
た
、
最
判
三
七
・
一

一
・
二
八
刑
集
一
六
巻
一
一
号
一
五
七
七
頁
(
い
わ
ゆ
る
第
三
者
没
収
事
件
)
も
、
第
三
者
の
所
有
物
を
、
没
収
す
る
に
際
し
て
事
前
に
告
知
・
聴

聞
・
防
御
の
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
、
当
該
第
三
者
が
事
後
に
お
い
て
い
か
な
る
権
利
救
済
の
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い

う
こ
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
仙
台
地
判
五
七
・
三
・
三

O
判
時
一

O
三
九
号
三
六
頁
、
東
京
高
判
六
一
・
三
・

一
九
判
時
一
一
八
八
号
二
貝
(
後
者
に
関
し
て
は
兼
子
仁
『
判
例
評
論
』
三
四
五
号
一
五
四
頁
(
一
九
八
七
)
参
照
)
で
は
、
事
後
に
お
け
る
争

訟
の
方
法
の
存
在
を
理
由
に
事
前
手
続
の
保
障
の
あ
り
方
を
簡
略
化
し
う
る
が
ご
と
き
説
示
を
展
開
し
て
い
る
。
)
。
事
前
手
続
保
障
の
目
的
は
、

違
法
な
権
利
侵
害
を
事
後
的
に
矯
正
・
回
復
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
行
政
の
「
第
一
次
的
判
断
権
」
の
行
使
に
際
し
て
発
生
し
う
る
暇
庇
あ
る
行

為
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
る

S
F
河
口
号

S
Eロ
唱
、
さ

Q
h
e
s
N
P
R
H
Uさ
R
a
s
h同
Shr.3HH.な
ミ

S
同
与
号
町
3
ミ
リ
ご
守
伯
母
戸
口

出
〉
同
〈
(
U

弓
・
目
。

E，印
-
Q
S
F
F〈
何
百
円
何
回
円
、
.
何
回
定
・
ぉ
・
日
N
l
ω
(
H
S品
)
・
そ
の
他
、
事
前
の
行
政
手
続
保
障
が
有
す
る
独
自
の
機
能
に
つ
い
て

は
塩
野
・
前
掲
書
注

(
5
)
一一一

O
頁
参
照
)
)
の
で
あ
っ
て
、
事
後
手
続
と
目
的
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
訴
訟
構
造
上
事
前
手
続
の
保
障
の
要
請
が
高
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
手
続
的

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
要
求
さ
れ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
、
処
分
前
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
常
に
事
前
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
手
続
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
か
、
を
判
断
す
る
に
つ
き
、
連
邦
最
高
裁
の
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説論

リ
l
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
エ
ル
ド
リ
ツ
ジ
判
決
(
冨
巳
宮
巧
印
〈
・
巴
門
主
企
巾

-
b
ι
c・
m・
2
由
(
出
話
)
)
は
費
用
便
益
分
析
を
用
い
る
こ
と

と
し
た
の
で
あ
る
(
こ
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
同
時
に
、
後
に
や
や
敷
街
し
て
述
べ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
)

が
、
こ
の
費
用
便
益
分
析
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
(
め
ミ
・

ω与
巧

R
F
n
S
H
I
N
W
S
A連
与
さ
一
守
的

N.2.芯
与
札
ミ
ト

ミ
と
ミ
号
町
同
ぬ
実
b
。
a
b
h
h尋
問
、
3
.
尽
な
説
、
さ

Qhes一
月
食
P
H
M
F
さ
ミ
ミ
伺
的
可

ωだ
ぢ
戸
・
閉
山
開
〈
-
Y
∞
|
申
(
邑
∞
印
)
)
。
そ
の
結
果
、
処
分
前
の

手
続
で
は
な
く
、
処
分
後
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
充
た
す
手
続
と
さ
れ
う
る
こ
と
と
な
る
。
実
際
、
エ
ル
ド
リ
ツ
ジ
判
決

で
は
、
障
害
者
手
当
給
付
の
停
止
処
分
後
に
な
さ
れ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
十
分
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
に
も
費
用
便
益
分
析
が
適
用
さ
れ
、
事
前
手
続
の
他
の
選
択
枝
と
し
て
事
後
手
続
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、

事
前
手
続
が
、
事
後
手
続
と
の
連
関
性
の
中
で
判
断
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
(
な
お
、
宇
賀
克
也
・
前
掲
書
注
(
臼
)
七
二
頁
参
照
。
)
。

問
題
は
い
か
な
る
場
合
に
は
事
後
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
よ
い
と
さ
れ
る
か
、
及
び
右
の
連
関
性
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
広
げ
う
る
か
、
で
あ
る
。
前
者

に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
要
件
と
し
て
は
、
事
前
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
原
則
で
あ
り
、
例
外
的
に
、
事
後
ま
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
延
期
す
る
こ
と
を
正

当
化
す
る
に
付
き
な
ん
ら
か
の
政
府
側
の
正
当
な
利
益
が
問
題
と
な
る
場
合
に
の
み
、
事
後
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
許
容
さ
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る

(
吋
包
∞
戸
〉
宗
何
回
目
わ
〉
Z

。。
z
m
d叶己、口。
Z
〉
「
円
、
〉
者

(
N
Z
U
E
H
)

己
申
(
回
申
∞
∞
)

w

門戸片山口何回。仏内出巾〈・
(
U
O

ロ
ロ
巾
門
広
円
三
二
時

()HC・
ω・
ω吋】よ

ω吋
也
(
呂
戸
)
・

具
体
的
に
い
か
な
る
場
合
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
事
前
性
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
か
、
に
つ
い
て
は
、
司
呂
田
-
従
え
ロ
。
l
臼
・
特
に
、
こ
の
例
外
許

容
要
件
が
最
近
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ
る
(
白
門
叶
民

l
g
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
)
。

問
題
は
む
し
ろ
後
者
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
あ
り
う
る
考
え
方
は
、
事
後
の
司
法
救
済
シ
ス
テ
ム
ま
で
全
体
と
し
て
含
め
て
考
え
、
そ
の
全
体
が

憲
法
上
許
容
で
き
る
一
連
の
救
済
手
段
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
は
侵
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
(
司
自
由
タ
乾
-
三
己
申
・
)
。
こ
の
考
え
方
を
裏
付
け
う
る
か
に
見
え
る
連
邦
最
高
裁
判
決
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
(
冨
x
n
y
巴

〈
・
巧
・
、
円
。

E
三
(
U
0

・ム

E
C・
ω
-
g
o
(
E
E
)
w
〉
E
R
7〉
同

g
z身
L
E
d
-
ω
-
H
E
(足
立
一
以
上

F
H
σ
2
2
a
p
凡
人
民
巴
ω
)
・
唱
曲
『
門
担
丹

4
・↓

a
-
2・
8
H
C・
ω・印
N
吋
(
凶
器
同

)
L同
邑
由
。
ロ
〈
・

2
】5
2
L窓
口
・

ω
巴
叶
(
同
混
血

)wzm『
田
町
田
吉
〈
・
者
ユ

mFF
色。

d
・
ω・
由
巳

(
H
S
f
負
傷

し
た
生
徒
の
損
害
賠
償
訴
訟
の
提
起
可
能
性
を
も
っ
て
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
は
満
た
さ
れ
る
、
と
す
る
。
以
上
吋

E
E・札口、・巳叶
N
P
)
。

し
か
し
、
右
の
考
え
方
が
貫
徹
さ
れ
う
る
も
の
と
す
れ
ば
、
さ
き
に
述
べ
た
、
事
前
手
続
保
障
独
自
の
存
在
意
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る

(吋

EE-
ミ
・
巳
吋
留
は
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
考
え
方
は
、
州
が
司
法
審
査
や
損
害
補
填
訴
訟
を
完
全
に
整
備
し
て
い
る
場
合
で
さ
え
、

州
権
の
濫
用
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
反
す
る
と
の
先
例
に
反
す
る
、
と
す
る
。
ま
た
、
権
利
剥
奪
後
の
救
済
が
求
め
ら
れ
そ
れ
が
拒
否
さ
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

れ
る
ま
で
は
州
の
行
為
は
完
成
し
て
い
な
い
、
と
の
句
釦

E
R
判
決
、
出
口
円
安
v

ロ
ロ
判
決
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
求
め
ら
れ
た
救
済
が
州
に
よ
り
拒

否
さ
れ
る
ま
で
権
利
侵
害
が
発
生
し
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
憲
法
上
の
権
利
が
い
く
つ
か
あ
る
|
|
例
え
ば
、
正
当
な
補
償
な
く
公
用
収
用

を
受
け
る
こ
と
の
な
い
権
利
、
及
び
、
一
定
の
場
合
に
お
い
て
、
適
切
な
権
利
剥
奪
後
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
く
財
産
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
権

利
|
|
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
、
と
も
い
う

2
2
8。
)
た
め
、
必
ず
し
も
完
全
に
は
こ
れ
を
受
容

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
他
面
、
こ
れ
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
合

衆
国
の
手
続
保
障
理
論
自
体
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
合
衆
国
特
有
の
訴
訟
構
造
の
上
に
生
起
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
手
続
保
障
の

目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
対
審
型
構
造
の
手
続
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
記
録
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
行
政
機
関
の
諸
決
定
に
対
す
る
司
法
審
査
が

全
う
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
手
続
保
障
の
目
的
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、
的
問
問
・
冨
白
(
リ

2
5同
門
}
内
唱
、
足

wvg
向。
¥
P
R
h
u
w
d
s
a
~

Em『
司
S
3
.
3
h

ミ

S
E笠
間
》
『
・
、
ミ
堂
。
~
勾

5
.
S司
印

N
吋
開
凶
・
円
、
.
同
N
E
-
巴

印

H

H

N
叶
印

ll
由

(
H
也吋品)・~山町内

-
a
r
p
Z
2
2・
年

S
営.芯
h
h
p
町

、
さ
町
周
忌
詩
的
河
町
屯
マ
ミ
守

ph問
、
さ

S
M
~
M
d
N、
匹
、
将
司
、
ピ
遺
書

S
F
F同
岳
町
ミ
同
誌
な

S
H
凶
rHhgRR伊
∞
∞
国
〉
同
〈
・
戸
・
河
開
〈
・

5
H
0・
5
8

(]5吋印)・)。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
要
求
さ
れ
る
事
前
手
続
の
程
度
が
一
定
の
範
囲
で
事
後
的
な
司
法
救
済
シ
ス
テ
ム
の
充
実
度
と

の
相
関
関
係
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
に
せ
よ
、
右
に
い
う
「
事
後
的
な
司
法
救
済
シ
ス
テ
ム
」
の
中
に
損
害
賠
償
訴
訟
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
は
わ

が
国
に
は
な
じ
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
抗
告
訴
訟
は
、
覆
審
的
に
処
分
の
効
果
自
体
を
除
去
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
処
分
の
効
果
発

生
を
妨
害
す
る
、
と
い
う
点
で
は
、
事
前
の
手
続
保
障
と
重
複
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
損
害
賠
償
訴
訟
は
、
処
分
の
効
果
自
体
を
左
右
す

る
も
の
で
は
な
く
、
始
審
的
に
処
分
の
効
果
と
し
て
違
法
に
発
生
し
た
損
害
を
補
填
す
る
も
の
(
遠
藤
博
也
「
行
政
法
に
お
け
る
法
の
多
元
的
構

造
に
つ
い
て
L

『
公
法
の
課
題
(
田
中
二
郎
先
生
追
悼
記
念
論
集
)
』
九
五
|
六
頁
ご
九
八
五
乙
で
あ
り
、
制
度
自
体
が
全
く
異
な
る
か
ら
で
あ

る。
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説

第
一
部

合
衆
国
移
民
法
手
続
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス

論

第
一
章

合
衆
国
移
民
法
制
度
の
概
略
|
|
現
行
法
制
度
制
定
史
を
含
め
て
|
|

は
じ
め
に

本
章
で
は
、
合
衆
国
移
民
法
制
定
の
歴
史
的
経
緯
の
中
で
、
出
入
国
管
理
の
手
続
制
度
が
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
分

析
す
る
。
し
か
し
、
右
の
こ
と
を
本
格
的
に
分
析
す
る
に
先
立
ち
、
出
入
国
管
理
の
実
体
的
規
制
と
手
続
的
規
制
と
の
役
割
分
担
が
ど
の
よ

う
に
は
か
ら
れ
て
い
た
か
、
に
関
す
る
歴
史
的
経
緯
を
略
述
し
て
お
く
。

ニ
ま
ず
、
出
入
国
管
理
の
実
体
的
規
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
歴
史
は
専
ら
拡
張
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
連
邦
議
会
が
合
衆
国
へ
の
出
入
国
管
理
を
規
制
す
る
た
め
に
は
じ
め
て
包
括
的
な
規
定
を
置
い
た
と
さ
れ
る
一
八
七
五
年
三
月
三
日
の

法
前
)
で
は
、
合
衆
国
入
国
後
の
退
去
強
制
事
由
の
定
め
は
な
く
、
入
国
拒
否
事
由
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
み
で
あ
り
、
そ
の
事
由
の
内
容
自

体
も
売
春
婦
と
犯
罪
者
を
入
国
拒
否
の
対
象
者
と
す
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
入
国
拒
否
事
由
は
法
改
正
ご
と
に
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
他
方
、
退
去
強
制
事
由
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
八
九
一
年
三
月
三
日
の
法
律
の
第
一
一
条
に
お
い
て
は
じ
め
て
入
国
許
可
条
件

違
反
者
の
外
国
人
を
退
去
強
制
す
る
規
定
が
置
か
れ
、
そ
の
後
一
九
一

O
年
三
月
二
六
日
の
法
律
に
よ
り
、
入
国
許
可
条
件
違
反
と
は
離
れ

て
入
国
後
生
じ
た
事
由
を
基
礎
と
し
て
外
国
人
を
国
外
に
退
去
強
制
す
る
制
度
の
萌
芽
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
制
度
が
本
格
的
に
導
入
さ

れ
、
入
国
し
た
外
国
人
の
入
国
前
の
特
性
と
入
国
後
の
行
為
と
の
因
果
関
係
が
要
求
さ
れ
な
い
形
で
退
去
強
制
事
由
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
は
一
九
一
七
年
二
月
五
日
の
法
律
で
あ
り
、
こ
の
法
律
に
よ
り
、
合
衆
国
に
お
け
る
出
入
国
管
理
規
制
の
実
体
的
な
規
制
の
骨
格

が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
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他
方
、
手
続
規
制
に
関
し
て
い
え
ば
、
前
述
の
一
八
七
五
年
法
に
お
け
る
入
国
拒
否
事
由
認
定
の
た
め
の
行
政
手
続
は
極
め
て
簡
略

な
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
行
政
機
関
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
命
令
で
は
な
く
て
裁
判
所
に
よ
る
審
問
を
経
た
後
に
入
国
拒
否
命
令
が
発
せ

ら
れ
る
と
い
う
仕
組
に
な
っ
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
出
入
国
管
理
手
続
に
お
い
て
行
政
機
関
が
果
た
す
役
割
は
未
だ
大
き
な
も
の
と

認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
制
度
を
大
幅
に
改
正
し
、
現
行
法
制
度
の
基
礎
と
な
っ
た
一
九
一
七
年

法
の
さ
ら
に
基
礎
を
形
成
し
た
と
評
価
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
が
一
九

O
三
年
三
月
三
日
の
法
律
で
あ
る
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、
入
国
拒
否

あ
る
い
は
退
去
強
制
に
関
す
る
決
定
が
行
政
機
関
の
命
令
に
よ
り
完
結
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
後
に
や
や
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
な

い
く
つ
か
の
手
続
保
障
を
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
こ
の

手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

一
九

O
三
年
法
は
、
後
の
一
九
一
七
年
法
と
同
様
、
行
政
手
続
に
関
し
て
何
ら
触
れ
る
と
こ
ろ
な
く
、
単
に
、
あ
る
外
国
人
に
退
去
強
制
事

由
あ
り
と
財
務
長
官
が
確
信
し
た
場
合
に
当
該
外
国
人
の
身
柄
を
拘
束
し
退
去
強
制
す
る
、
と
い
う
規
定
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

は
こ
の
点
の
規
定
は
当
時
よ
り
行
政
機
関
の
定
め
る
規
則
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
体
裁
は
現
行

一
九
五
二
年
法
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、
入
国
拒
否
手
続
に
関
し
て
は
法
が
あ
る
程
度
の
規
定
を
設
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
外
国
人
に
と
っ
て
は
被
る
打
撃
の
程
度
が
よ
り
大
き
な
も
の
と
思
わ
れ
る
退
去
強
制
に
関
し
て
は
専
ら
規
則
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
や
や
奇
妙
な
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、

お
そ
ら
く
事
務
量
の
増
大
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
退
去
強
制
手
続
は
行
政
手
続
に
移
行
し
、
い
わ
ば
手
続
の

近
代
化
が
は
か
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
は
行
政
の
便
宜
と
い
う
意
義
と
不
服
申
立
を
経
由
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
権
利
救
済
の
迅

速
化
と
い
う
こ
つ
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
退
去
強
制
手
続
が
裁
判
所
か
ら
行
政
機
関
に
移
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、

行
政
段
階
で
、
退
去
強
制
独
自
の
手
続
を
整
慌
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
必
然
的
に
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
先
に

述
べ
た
よ
う
な
状
況
が
あ
る
た
め
、
手
続
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
は
、
行
政
機
関
の
規
則
に
関
す
る
資
料
的
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限
界
が
あ
る
た
め
、
そ
の
全
貌
は
必
ず
し
も
さ
だ
か
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
後
に
一
九
二
四
年
五
月
二
六
日
の
法
律
に
関
す
る
第
二
次

資
料
及
び
判
例
を
素
材
と
し
て
詳
し
く
紹
介
す
る
よ
う
に
、
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
の
告
知
、
弁
護
人
依
頼
権
、
反
対
尋
問
、
職
能
分

離
等
に
つ
き
、
判
例
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
様
々
な
経
緯
を
経
て
、
手
続
保
障
が
充
実
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
特
に
、
連
邦
行
政
手
続
法

(〉門吉岡山口目的円

E
p
d
p
.。
の
め
仏
ロ
詰
〉
立
一
以
下
、

A
P
A
と
略
す
。
)
が
制
定
さ
れ
、
法
律
上
聴
聞
が
要
求
さ
れ
て
い
る
手
続
に
対
し
て

A
P

A
の
適
用
が
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
法
律
上
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
要
求
す
る
規
定
が
な
く
と
も
憲
法
上
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
要
求
さ
れ
て
い
る
場
合

論

A
P
A
の
適
用
が
あ
る
と
考
え
な
い
と
均
衡
を
失
す
る
、
と
い
う
論
十
理
を
用
い
て
移
民
法
に
も
A
P
A
の
適
用
を
認
め
た
ウ
ォ
ン
・

ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
|
|
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
|
|
の
与
え
た
影
響
は
、
現
行
一
九
五
二
年
法
制
定
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
も

の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
行
一
九
五
二
年
法
制
定
後
も
、
例
え
ば
一
九
五
六
年
に
身
柄
拘
束
で
は
な
く
理
由
立
証
命
令
(
。
邑

q

に
よ
り
手
続
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
な
ど
、
手
続
整
備
が
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

'」ふ品、
t
;
 

件。
ωげ
宏
司
(
U
M
凶
広
田
巾
)

以
上
の
合
衆
国
移
民
法
に
お
け
る
実
体
的
規
制
と
手
続
的
規
制
の
特
色
を
要
約
し
て
い
え
ば
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
実
体
的
規
制
に
関
し
て
は
連
邦
議
会
の
権
限
が
拡
張
さ
れ
、
連
邦
最
高
裁
も
こ
れ
を
正
当
化
す
る
絶
対
的
権
限
論

(10・

5
ミ
宮
当

q
F
g
g
を
提
示
し
、
そ
の
権
限
行
使
に
対
し
て
憲
法
に
よ
る
要
請
が
実
際
に
機
能
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
存
し
な
い
。
例
え

ば
、
人
種
差
別
的
な
退
去
強
制
事
由
を
規
定
し
た
と
し
て
も
、
中
国
人
排
斥
諸
法
を
め
ぐ
る
判
例
よ
り
明
ら
か
な
ご
と
く
、
平
等
原
則
違
反

で
違
憲
と
な
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
手
続
的
規
制
に
関
し
て
は
行
政
機
関
の
規
則
が
主
要
な
役
割
を
に
な
い
、
制
定

法
は
、
特
に
退
去
強
制
に
関
し
て
は
、
歴
史
的
に
、
ほ
と
ん
ど
手
続
規
制
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
入
国
拒
否
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、

退
去
強
制
に
つ
い
て
は
伝
統
的
に
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
制
約
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
「
ア

カ
狩
り
」
を
有
利
に
行
う
た
め
に
弁
護
人
依
頼
権
の
行
使
を
制
限
し
た
規
則
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
と
さ
れ
た
事
例
な
ど
が
存
在
す
る
。

要
す
る
に
、
出
入
国
管
理
の
実
体
的
規
制
と
手
続
的
規
制
に
関
す
る
判
例
を
比
較
す
る
と
、
実
体
面
で
政
府
の
判
断
を
尊
重
し
つ
つ
、
手
続

四
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面
で
外
国
人
に
与
え
る
打
撃
を
小
さ
く
し
よ
う
と
す
る

と
れ
る
の
で
あ
る
。

(
す
な
わ
ち
、
そ
の
権
利
救
済
を
は
か
ろ
う
と
す
る
)

と
い
う
判
例
の
傾
向
が
見
て

本
章
で
は
、
ま
ず
、
制
度
面
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
実
体
と
手
続
の
中
で
政
府
の
出
入
国
規
制
権
限
の
尊
重
と
外
国
人
の
権
利
救
済
の

必
要
性
と
い
う
こ
つ
の
要
請
が
い
か
な
る
形
で
調
整
さ
れ
よ
う
と
し
た
か
、
を
歴
史
的
経
緯
に
沿
っ
て
み
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
し

か
し
、
そ
の
前
に
、
合
衆
国
出
入
国
管
理
手
続
に
お
け
る
問
題
点
の
見
取
図
を
得
る
た
め
に
、
便
宜
上
、
現
行
法
の
概
略
と
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
点
を
お
さ
え
、
後
に
制
度
史
を
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

五

第

節

一
九
五
二
年
移
民
法
(
出
入
国
管
理
国
籍
法
)

の
処
分
手
続
の
概
要

手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

一
九
五

0
年
代
に
確
立
し
た
連
邦
最
高
裁
の
判
決
に
よ
り
、
出
入

国
管
理
規
制
の
実
体
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
連
邦
議
会
に
広
範
な
裁
量
権
が
正
当
化
さ
れ
、
右
の
権
限
に
基
づ
い
て
連
邦
議
会
は
実
体
的
な

入
国
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
を
法
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
詳
細
に
実
体
的
事
由
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
機
関
の
裁
量
権
限
を

規
制
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
外
国
人
の
国
外
退
去
事
由
該
当
性
の
事
実
認
定
権
限
は
行
政
機
関
が
有
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
外

国
人
を
行
政
機
関
の
恋
意
的
な
裁
量
権
限
行
使
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
は
、
事
実
認
定
の
段
階
で
手
続
保
障
を
外
国
人
に
与
え
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。
そ
こ
で
現
行
の
一
九
五
二
年
法
は
か
な
り
詳
細
な
手
続
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
現
行
移
民
法
に
お
け
る
退
去
強
制
、
入
国
拒
否
処
分
手
続
の
概
要
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
現
行
法
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
外
国

人
の
入
国
及
び
国
外
退
去
を
め
ぐ
る
処
分
手
続
は
原
則
と
し
て
右
の
二
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
と
は
若
干
性
質
を

異
に
す
る
二
つ
の
処
分
手
続
が
存
在
す
る
。
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
手
続
及
び
再
入
国
許
可
手
続
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
叙
述
の
簡
明
さ
を

既
に
何
度
か
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
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確
保
す
る
た
め
に
、
右
二
種
の
処
分
手
続
に
つ
い
て
は
後
の
章
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
と
し
、
本
節
で
は
主
に
入
国
拒
否
、
退
去
強
制
手
続

に
言
及
す
る
に
止
め
る
。

論

そ
も
そ
も
合
衆
国
出
入
国
管
理
国
籍
法
上
の
手
続
保
障
は
合
衆
国
の
行
政
法
制
度
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占

め
る
も
の
で
あ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
紹
介
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
合
衆
国
に
お
い
て
は
行
政
機
関
の
決
定
行
為
に
手
続
的
適
正
の
理
論

と
こ
ろ
で
、

が
適
用
さ
れ
る
憲
法
上
の
根
拠
条
文
と
な
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題

一
九
四
六
年
の

A
P
M
の
枠
組
制
ピ
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
と
の
関
連
性
の
中
で
合
衆
国
移
民
法
手
続
が
い
か

と
な
る
こ
と
は
、

な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
か
、

で
あ
る
。

A
P
A
は
そ
の
規
制
対
象
た
る
手
続
を
ま
ず
規
則
制
定
(
吋

E
g
g
-
Cロ
也
、
裁
決
(
釦

a
E片
山
門
吉
ロ
)
手
続
、
許
認
可

2
2
5
E
m
)
手
続

の
三
種
に
区
分
し
「
各
々
に
つ
き
行
わ
れ
る
べ
き
手
続
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
裁
決
手
続
と
許
認
可
手
続
に
つ
い
て
は

ほ
ぼ
同
様
の
手
続
規
制
が
な
さ
れ
て
お
山
「
結
局
、

A
P
A
が
規
制
対
象
し
ι
す
る
手
続
の
性
格
は
規
則
制
定
ピ
裁
決
と
に
区
分
さ
れ
う
る
。

本
稿
で
の
検
討
の
対
象
は
、
個
別
の
行
政
処
分
に
対
す
る
事
前
の
手
続
統
制
で
あ
る
の
で
、
先
の
二
種
の
手
続
の
う
ち
、
裁
決
が
こ
こ
で
は

問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

A
P
A
は
裁
決
を
、

A
P
A
の
手
続
規
制
の
対
象
と
な
る
行
政
機
関
の
行
為
(
こ
れ
を
正
式
(
同

2
E包
)
裁
決
と

い
う
)
と
、
い
く
つ
か
の
点
を
除
い
て
は
そ
の
規
制
の
対
象
と
さ
れ
な
い
略
式
古
門
戸
町
日
目
色
)
裁
決
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
本
稿
が
検
討

の
素
材
と
す
る
出
入
国
管
理
国
籍
法
上
の
個
別
的
決
定
は
、
一
時
、
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
(
君
。
招
ペ

g
m
m
g
m
〈
・
富
山
の
の

E
F
)

で、

A
P
A
の
規
制
対
象
と
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
、

A
P
A
の
規
定
を
適
用
除
外
す
る
旨
を
出
入
国
管
理
国
籍
法
が
明
文
で
規
定
し
た
た

め、

A
P
A
の
定
め
る
裁
決
の
性
格
と
し
て
は
略
式
裁
決
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
行
政
活
動
上
の
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
は
こ
れ
に
当
た
る
と
い

わ
れ
て
い
る
略
式
裁
決
に
は
、

A
P
A
の
手
続
規
制
が
及
ば
ず
、
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
処
分
の
相
手
方
は
、

A
P
A
で
は
な
く
憲
法
を
持

ち
出
し
て
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
と
し
て
、
現
に
与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
の
手
続
保
障
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
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と
は
い
え
、
特
に
現
行
法
上
の
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
た
る
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
い
え
る

に
必
要
と
さ
れ
る
最
小
限
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
連
邦
最
高
裁
は
現
在
に
至
る
ま
で
退
去
強
制

処
分
を
課
す
た
め
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
し
て
憲
法
上
最
低
限
い
か
な
る
要
件
が
必
要
か
を
厳
格
に
定
め
る
、
と
い
う
任
務
に
直
面
し
て
い
な

い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
け
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ

ス
上
の
要
件
は
何
か
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
判
例
と
と
も
に
法
制
度
自
体
が
重
要
な
素
材
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
現
行

法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
要
件
ー
ー

も
っ
と
も
連
邦
最
高
裁
判
決
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
入
国
拒
否
処
分
手
続
に
は
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用

は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が

i
ー
を
備
え
て
い
な
い
と
評
価
す
る
論
者
も
あ

M
f
こ
の
よ
う
な
評
価
の
適
否
を
考
察
す
る
た
め
に

四

手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

法
制
度
の
概
要
を
探
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

五
合
衆
国
に
お
け
る
外
国
人
の
国
外
退
去
手
続
制
度
に
つ
い
て
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
既
に
若
干
で
は
あ
る
が
詳
細
な
著
事
が
出
版
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
、
前
述
の
如
き
検
討
の
意
義
と
を
合
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
一
定
の
性
格
を
有
す
る
手
続
要
件
に
焦

点
を
当
て
て
制
度
紹
介
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
非
刑
事
手
続
領
域
に
つ
き
一
般
的
に
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を
充
た
す

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
要
件
を
念
頭
に
置
き
、
退
去
強
制
、
入
国
拒
否
そ
れ
ぞ
れ
の
処
分
手
続
が
そ
れ
ら
の
手
続
要
件
を
ど
の
程
度

充
足
し
て
い
る
か
、
を
検
討
す
る
。

で
は
、
こ
こ
で
念
頭
に
置
く
こ
と
の
で
き
る
手
続
要
件
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か
。
ま
ず
、
行
政
手
続
に
課
せ
ら
れ
る
手
続

要
件
を
ご
く
一
般
的
な
レ
ベ
ル
で
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ト
ラ
イ
苅
)
に
よ
れ
は
、
伝
統
的
な
手
続
的
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
内
容
は
、
告
知
・
聴
聞
(
本
稿
で
は
以
下
便
宜
上
こ
れ
を
総
称
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
記
す
)
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
公
開
性
、
判
断
権
者
の
公
正
、
判
断
権
者
が
結
論
の
判
定
に
あ
た
り
直
接
的
、
個
人
的
、
実
質
的
な
金
銭
上
の
利
害
関
係
を
有
し
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説

な
い
こ
と
、
及
び
刑
事
事
件
に
お
け
る
貧
困
者
へ
の
国
選
弁
護
、
を
挙
げ
で
い
る
。
ま
た
、
田
中
成
明
教
授
は
、
手
続
的
正
義
の
具
体
的
内

容
と
し
て
、
当
事
者
の
対
等
化
と
公
正
な
機
会
の
保
障
、
第
三
者
の
中
立
性
及
び
理
由
づ
げ
ら
け
た
議
論
と
決
定
と
い
う
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト

を
挙
げ
て
い
る
。
行
政
手
続
と
の
関
係
で
は
、
手
続
要
件
の
最
大
限
と
最
小
限
と
は
、

A
P
A
に
規
定
す
る
正
式
裁
決
手
続
に
お
け
る
手
続

要
件
ー
ー
ー
お
お
む
ね
二
一
の
構
成
要
素
に
区
分
で
き
る
1

1

と
理
由
開
示
要
件
と
に
対
応
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば

ゴ
ー
ル
ド
パ

1
グ
判
決
は
、
①
時
宜
に
か
な
っ
た
適
切
な
処
分
事
由
の
告
知
、
②
不
利
な
証
人
と
の
対
決

(g丘
S
E
E
-
oロ
)
、
③
口
頭
弁
論
、

④
口
頭
で
の
証
拠
の
提
示
、
⑤
不
利
な
証
人
に
対
す
る
反
対
尋
問
、
⑥
自
己
の
主
張
と
対
立
す
る
証
拠
の
開
示
、
⑦
弁
護
人
依
頼
権
、
⑧
ヒ

ア
リ
ン
グ
の
記
録
に
基
づ
く
処
分
の
決
定
、
⑨
処
分
決
定
理
由
の
告
知
(
白
E
Z
B
S
C
及
び
そ
の
際
依
拠
し
た
証
拠
の
提
示
、
⑩
公
正
な
処

分
権
者
、
の
一

O
要
件
を
摘
示
し
て
検
討
し
て
い
る
。
本
稿
で
合
衆
国
移
民
法
制
に
お
け
る
手
続
要
件
を
検
討
す
る
場
合
、
こ
の
ゴ
ー
ル
ド

パ
1
グ
判
決
の
示
す
一

O
の
要
件
を
検
討
の
基
準
と
し
て
主
に
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

論

(1) 

退
去
強
制
処
分
手
続
制
度
の
概
要

的
手
続
過
程
の
概
要

一
退
去
強
制
事
件
の
出
発
点
は
、
あ
る
個
人
が
合
衆
国
に
不
法
残
留
す
る
外
国
人
で
あ
る
か
否
か
を
立
証
す
る
移
民
帰
化
局
の
調
査
で

あ
る
。
調
査
段
階
に
お
い
て
な
さ
れ
た
処
分
の
相
手
方
の
陳
述
等
に
つ
い
て
も
、
事
案
の
処
理
と
関
連
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
該
外
国
人

の
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
示
す
記
録
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
方
、
予
備
調
査
段
階
で
は
処
分
の
相
手
方
に
弁
護
人
依
頼
権
等
の

権
利
保
障
が
な
さ
れ
て
い
な
く
と
も
判
例
上
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
と
さ
れ
な
い
。

予
備
調
査
の
結
果
、
そ
の
相
手
方
が
外
国
人
で
あ
る
こ
と
及
び
退
去
強
制
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
、
移
民
帰
化
局
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の
調
査
官
は
外
国
人
に
、
正
式
の
退
去
強
制
手
続
を
経
ず
に
任
意
出
国
す
る
か
あ
る
い
は
手
続
を
進
行
さ
せ
理
由
立
証
命
令
に
よ
り
正
式
手

続
に
移
行
す
る
か
、
の
選
択
を
求
め
句
こ
と
と
な
弱
。
通
恥
)
は
、
退
去
強
制
手
続
は
理
由
立
証
命
令
の
送
達
に
よ
り
開
始
さ
れ
前
)
の
で
あ
り
、

理
由
立
証
命
令
に
は
、
当
該
外
国
人
の
退
去
強
制
事
由
該
当
性
に
つ
き
一
応
有
利
な
事
件
(
℃
ユ
B
m
E己
m
g印
。
)
で
あ
る
こ
と
の
基
礎
と

な
る
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
該
外
国
人
が
自
己
に
不
利
な
諸
々
の
事
由
を
反
駁
す

る
こ
と
が
可
能
と
も
な
る
。

か
く
し
て
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
特
別
審
理
官
に
よ
り
行
な
わ
れ
、
特
別
審
理
官
は

宣
誓
を
さ
せ
、
証
拠
を
示
し
、
証
拠
を
受
け
取
り
、
証
人
を
尋
問
等
す
る
。

手続的テ・ユー・プロセス理論のー断面(一)

ヒ
ア
リ
ン
グ
の
際
に
外
国
人
が
自
ら
の
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
認
め
た
場
合
に
は
、
一
定
の
状
況
に
お
い
て
は
、
任
意
出
国
の
特

権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
特
別
審
理
官
が
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
提
示
さ
れ
た
証
拠
に
基
づ
く
処
分
決
定
を
な

(
臼
)

す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
も
の
は
外
国
人
側
、
行
政
庁
側
と
も
移
民
不
服
審
査
委
員
会
に
不
服
申
立
て
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
移
民
不
服
審
査
委
員
会
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
も
の
は
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

同
特
別
審
理
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
外
国
人
の
手
続
上
の
権
利

で
は
、
右
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
中
の
特
別
審
理
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
外
国
人
は
法
律
上
い
か
な
る
手
続
的
権
利
を
保

障
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
決
の
一

O
要
件
に
即
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
う
ち
②
、
③
の
権
利
保
障
に
つ
い

て
は
大
き
な
条
件
な
い
し
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
⑩
に
つ
き
職
能
分
離
と
の
関
係
で
若
干
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で

は
②
、
③
、
⑩
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
。

不
利
な
証
人
と
の
対
決
に
関
す
る
規
定
は
行
政
機
関
の
規
則
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
関
係
当
事
者
の
申
請
な
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説

い
し
職
権
に
よ
り
特
別
審
理
官
は
あ
る
証
人
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
開
催
地
に
居
ら
ず
か
っ
そ
の
証
人
の
証
言
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
認
定
し

た
場
合
に
は
、
供
述
録
取
書
(
骨
吉
田
主
。
ロ
)
を
収
録
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。
こ
れ
は
、
後
に
述
べ
る
罰
則
付
召
喚

令
状
の
問
題
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
規
則
の
存
在
に
よ
り
、
不
利
な
証
人
と
の
対
決
に
は
大
き
な
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
政
府
側
の
証
人
の
反
対
尋
問
権
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
右
供
述
録
取
書
が
開
示
さ
れ
、
外
国
人
は
自

己
の
た
め
の
証
拠
を
提
出
し
う
る
こ
と
、
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
②
の
権
利
保
障
に
対
す
る
制
約
が
、
自
己
に
不
利
な
証
拠
等
を
反
駁

す
る
機
会
の
保
障
の
効
果
を
大
き
く
損
な
う
も
の
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
。

三
口
頭
弁
論
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
六
年
二
月
に
定
め
ら
れ
た
規
則
よ
り
、
処
分
の
相
手
方
が
退
去
強
制
事
由
該
当
性
及
び
そ
れ
を
基

礎
づ
け
る
事
実
の
存
在
を
認
め
た
場
合
に
は
、
特
別
審
理
官
は
退
去
強
制
事
由
該
当
性
が
立
証
さ
れ
た
も
の
と
す
る
、
と
し
て
い
る
。
処
分

の
相
手
方
は
右
を
認
め
る
か
否
か
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
本
案
に
は
い
る
前
に
特
別
審
理
官
よ
り
関
わ
れ
る
こ
と
と
な
川
「
処
分
の
相
手
方
が
退

去
強
制
事
由
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
場
合
に
は
、
特
別
審
理
官
に
残
さ
れ
た
問
題
は
、
相
手
方
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
事
実

関
係
が
処
分
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
い
え
る
か
否
か
を
確
定
す
る
こ
と
、
及
び
裁
量
的
救
済
の
申
請
を
許
す
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
だ
け
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
当
然
、
口
頭
弁
論
は
開
催
さ
れ
な
い
。
相
手
方
の
意
思
表
示
の
任
意
性
の
問
題
が
残
る
ほ
か
に
は
、
行
政
庁
の
処
理

の
便
宜
上
こ
の
よ
う
な
規
則
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

四
職
能
分
離
を
め
ぐ
る
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
便
宜
上
後
に
本
章
の
ま
と
め
の
節
で
や
や
詳
し
く
述
べ
る
。
現
在
で
も
な
お
ほ
と
ん

ど
の
特
別
審
理
官
が
移
民
帰
化
局
で
長
年
執
務
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
裁
決
権
者
と
し
て
の
職
務
の
独
立
性
に
対
す

る
疑
念
が
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
職
能
分
離
を
含
め
て
、
公
正
な
裁
決
権
者
と
い
う
要
請
は
わ
が
国
の
場
合
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど

多
く
充
た
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
と
わ
が
国
の
退
去
強
制
手
続
を
比
較
し
た

場
合
、
理
論
的
に
は
、
抽
象
的
な
「
公
正
な
裁
決
権
者
」
と
い
う
要
件
に
対
す
る
配
患
が
著
し
く
欠
知
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
ま
た

論
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実
務
的
に
も
、
も
っ
と
も
重
大
な
欠
点
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(2) 

入
国
拒
否
処
分
手
続
の
概
要

4イ)

入
国
手
続
の
概
要

手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

通
常
、
「
入
国
手
続
」
と
は
合
衆
国
へ
の
入
国
許
可
の
申
請
を
意
味
し
、
入
国
査
証
の
申
請
と
は
別
個
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
右
の
両
者
を
含
め
て
、
そ
の
一
連
の
過
程
の
概
要
を
見
て
お
く
。
ま
ず
、
入
国
前
の
手
続
と
し
て
は
、
合
衆
国
に
入
国
を
求
め
る
外

国
人
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
有
効
な
査
証
を
所
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
九
五
二
年
法
は
領
事
官
に
査
証
申
請
の
許
否
を
決
す
る
排
他

的
権
限
を
与
え
て
お
り
、
こ
の
権
限
は
国
務
長
官
の
直
接
の
統
制
に
服
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
国
務
長
官
は
領
事
官
が
従
わ
ね
ば
な
ら
な

い
規
則
を
発
布
し
て
い
が
「
領
事
官
の
決
定
は
ほ
ぽ
最
終
的
な

S
E
C
も
の
と
い
っ
て
よ
行
「
そ
の
司
法
統
制
・
行
政
統
制
は
極
め
て
弱

い
「
右
の
権
限
行
使
に
対
す
る
手
続
要
件
も
弱
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
九
八

O
年
以
陣
、
規
貼
)
制
定
を
通
じ
て
、
査
証
申
請
拒
否
処
分
の

相
手
方
に
対
し
て
、
処
分
の
根
拠
法
令
、
利
用
可
能
な
行
政
救
済
の
方
途
を
知
ら
せ
、
新
た
な
証
拠
の
提
示
に
よ
り
処
分
に
反
駁
す
る
機
会

を
保
障
す
る
な
ど
し
て
、
処
分
に
不
服
あ
る
も
の
に
対
す
る
応
答
の
手
続
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
査
証
申
請
が
拒
否
さ
れ
た
場
合
に

つ
い
て
、
合
衆
国
法
令
上
、
非
常
に
略
式
の
も
の
で
は
あ
る
が
若
干
の
手
続
的
整
備
が
な
さ
れ
て
い
る
。

二
他
方
、
査
証
が
発
せ
ら
れ
合
衆
国
に
お
け
る
出
入
国
港
に
到
着
し
た
と
し
て
も
、
単
に
査
証
等
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
だ
け
で

は
直
ち
に
入
国
許
可
を
受
げ
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
入
国
審
査
官
が
入
国
拒
否
事
由
該
当
性
を
審
査
し
、
当
該
審
査
官
に
と
っ

て
、
上
陸
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
か
っ
疑
う
余
地
が
な
い
と
思
料
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
外
国
人
は
身
柄
拘
束
さ
れ
、
そ
の

後
特
別
審
理
官
に
よ
る
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
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説

右
の
特
別
審
理
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
不
服
あ
る
者
は
、
処
分
庁
側
も
含
め
て
、
移
民
不
服
審
査
委
員
会
に
不
服
申
立
を
な
す
こ
と
が

で
き
M
r
そ
の
決
定
に
不
服
あ
る
外
国
人
は
人
身
保
護
令
状
手
続
に
よ
っ
て
の
み
司
法
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
侃
r

論

(ロ)

入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
外
国
人
の
手
続
的
権
利

こ
の
点
に
つ
い
て
は
退
去
強
制
処
分
の
際
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
ほ
ぽ
同
様
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
差

が
存
す
る
も
の
と
し
て
は
、
処
分
事
由
の
告
知
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
退
去
強
制
処
分
の
際
の
理
由
立
証
命
令
制
度
が
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ

に
は
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
差
異
で
あ
る
が
、
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
場
面
で
も
特
別
審
理
官
は
そ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
開
始
時
点
に
お

い
て
、
処
分
の
相
手
方
に
対
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
性
質
と
目
的

(
S
E
R
-一
言
仏
匂
己
召

g巾
)
を
知
ら
せ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ

り
あ
る
程
度
処
分
事
由
の
告
知
機
能
は
果
た
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二
こ
の
よ
う
に
通
常
の
入
国
拒
否
事
件
で
あ
れ
ば
行
わ
れ
る
特
別
審
理
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
入
国
拒
否
処
分
が

下
さ
れ
る
場
合
が
い
く
つ
か
法
律
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
安
説
郁
②
乗
務
員

(33L)及
び
③
司
法
長
官
が
国
家
安

全
に
関
す
る
機
密
情
報
に
基
づ
き
入
国
資
格
な
し
と
認
定
し
た
場
合
、
で
あ
る
。
特
に
③
に
つ
い
て
は
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
二
件
の

連
邦
最
高
裁
判
決
が
そ
の
合
憲
性
を
肯
定
し
た
が
、
強
力
な
反
対
意
見
が
付
さ
れ
る
と
と
も
に
、
強
い
学
説
の
批
判
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ

た。

(3) 

二
つ
の
手
続
の
比
較

以
上
極
め
て
簡
略
に
で
は
あ
る
が
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
紹
介
し
た
。
ゴ
ー
ル
ド

パ

l
グ
判
決
の
一

O
要
件
と
い
う
手
続
保
障
の
い
わ
ば
中
心
的
部
分
に
お
い
て
は
、
現
行
法
制
度
上
原
則
的
に
は
右
両
手
続
の
聞
に
さ
ほ
ど

北法40(3・116)588 



大
き
な
差
異
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
現
行
法
下
で
は
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
も
退
去
強
制
の
場
合
と
同
程
度
に
詳
細
な
、
記
録

に
基
づ
く
準
司
法
的
な
手
続
と
な
っ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
も
ち
ろ
ん
両
手
続
の
聞
に
は
差
異
が
全
く
設
け
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
述
べ
て
き
た
こ
と
以
外
に
も
、
告
知
時
期
に

つ
き
、
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
退
去
強
制
処
分
の
場
合
に
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
少
な
く
と
も
七
日
前
に
告
知
が
な
さ
れ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
の
対
し
て
、
入
国
拒
否
処
分
の
場
合
に
は
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
入
国
拒
否
事
由
該
当
性
認
定
後
二
四
時
間
以
内
に
入
国
資

格
に
つ
い
て
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
四
時
間
以
内
と
い
う
期
間
が
、
事
件
の

準
備
を
外
国
人
が
行
う
う
え
で
適
切
と
い
え
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
ま
た
、
純
粋
に
手
続
上
の
も
の
と
は
若
干
性
質
を
異
に
す
る

が
、
立
証
責
任
に
つ
い
て
も
、
退
去
強
制
処
分
の
場
合
に
は
政
府
が
処
分
の
相
手
方
の
退
去
強
制
事
由
該
当
性
に
つ
き
そ
の
責
任
を
負
う
の

に
対
し
て
、
入
国
拒
否
処
分
の
場
合
に
は
外
国
人
が
自
己
の
入
国
許
可
資
格
を
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
各
処

手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

分
事
由
に
該
当
す
る
外
国
人
を
司
法
長
官
等
の
裁
量
に
よ
り
救
済
す
る
方
途
に
つ
い
て
は
両
者
の
聞
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
退

去
強
制
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
は
、
退
去
強
制
停
止
を
求
め
永
住
許
可
の
途
が
開
か
れ
て
お
り
、
ま
た
任
意
出
国
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
は
こ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
は
圏
外

(
間
)

退
去
先
を
指
定
で
き
な
い
が
、
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
は
こ
れ
を
指
定
で
き
る
と
い
う
差
異
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
差
異

は
ゴ
ー
ル
ド
パ

1
グ
判
決
の
一

O
要
件
に
照
ら
し
た
場
合
の
二
つ
の
手
続
の
基
本
的
な
類
似
性
を
阻
害
す
る
ほ
ど
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な

しコ。

北法40(3・117)589

(
服
)

三
今
や
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
基
本
的
要
件
を
充
た
す
も
の
と
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
て

(m) 

い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
行
合
衆
国
法
制
度
及
び
そ
の
下
で
展
開
さ
れ
た
諸
々
の
判
決
を
素
材
と
し
て
、
退
去
強
制
手
続
と
手
続
的
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
を
検
討
す
る
際
に
は
、
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
手
続
要
件
論
に
焦
点
を
し
ぼ
る
と
い
う
手
法
は
必
ず
し
も
有
効
と
は
い



説

(
瑚
)

え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
要
件
が
必
要
と
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現

論

行
退
去
強
制
手
続
を
め
ぐ
る
判
例
の
分
析
に
つ
き
、
手
続
保
障
の
核
と
な
る
も
の
は
何
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
本
稿
の
基
本
的
視
座
と
し
た

、LV

他
方
、
入
国
拒
否
処
分
手
続
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
退
去
強
制
処
分
手
続
と
同
様
の
手
続
的
保
護
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
述
べ

ヒ
ア
リ
ン
グ
な
く
し
て
入
国
拒
否
処
分
が
課
せ
ら
れ
る
事
例
が
存
在
し
て
い
る
。
後
に
入
国
拒
否
と
手
続
的
保
障
を
め
ぐ
る
判

た
よ
う
に
、

例
、
学
説
、
制
度
に
言
及
す
る
際
に
特
に
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
。

四
い
ず
れ
の
処
分
手
続
に
せ
よ
、
歴
史
的
に
は
、
主
と
し
て
行
政
機
関
の
規
則
制
定
及
び
そ
れ
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
判
例
に
よ
り
、

(
田
山
)

手
続
的
保
護
を
充
実
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
か
な
り
初
期
の
段
階
よ
り
手
続
保
障
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
判
例

史
を
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
入
国
拒
否
及
び
退
去
強
制
の
手
続
保
障
に
関
す
る
制
度
史
を
紹
介
す
る
。

第
一
章
は
じ
め
に
及
び
第
一
節
注

(1)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
と
司
法
審
査
」
『
北
大
法
学
論
集
』
三
四
巻
五
号
八
三
六

頁
以
下
(
一
九
八
四
)
参
照
。

(2)
同
B
R・
3
S
む
き
な
.
S
Sミミ

~
E
H
S
ゐ
¥
号
NANA吾
、
守
与
を
N.HHh氏、
6
3
S
S
H
勾

SN出
町
ミ
ヘ
史
N.s
・-専問
lNUNMW

。gn
F
g
d
p
E

「』・

5
吋∞・

5
E
(同
自
由
)
な
お
、
連
邦
議
会
が
外
国
人
を
合
衆
国
か
ら
排
除
す
る
最
初
の
立
法
を
制
定
し
た
の
は
一
七
九
八
年
六
月
二
五
日

2

2
白
け
目
。
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
は
、
大
統
領
が
合
衆
国
の
平
和
と
安
全
に
と
っ
て
危
険
と
判
断
し
た
外
国
人
を
除
去
で
き
る
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
際
、
告
知
・
聴
聞
あ
る
い
は
事
実
認
定
等
は
一
切
要
求
せ
ず
、
大
統
領
は
右
権
限
を
行
使
で
き
る
も
の
と
し
た
(
冨
g
Z
F
h
N
R
Sな
高
-

室
、
む
席
、
ミ
芯
s
s
hむ
さ
~
字
。
』
5
6
p
k
σ

『足、
V
3・
印
品
。

oEF戸
戸

-mヨ・
ω。
少
出
回

l
N
(
E
E
)
・
)
。
し
か
し
、
こ
の
法
律
は
実
際
に
は
適
用

さ
れ
る
と
と
な
く
(
田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
(
上
)
』
二
一
三
頁
注
幻
(
一
九
六
八
)
)
、
二
年
後
に
廃
止
さ
れ
た
。

(
3
)
冨
ω
Sけ
む
叶
・

北法40(3・118)590



手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

(
4
)
N
A
B
g
F
H
O∞品・

(5)
行
政
機
関
が
当
該
外
国
人
を
退
去
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
入
国
後
一
年
以
内
と
さ
れ
、
退
去
強
制
の
適
用
期
限
に
制
限
が
設
け
ら
れ
て

い
た
。

(6)ω
∞ωgFNaω
・

(7)
す
な
わ
ち
、
一
九

O
七
年
二
月
二

O
日
の
法
律

(
E
P巳
∞
混
・
こ
こ
で
は
退
去
強
制
の
適
用
期
限
が
入
国
後
三
年
以
内
と
延
長
さ
れ
て
い
る
。
)

ま
で
付
さ
れ
て
い
た
退
去
強
制
の
適
用
期
限
が
、
売
春
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
事
由
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
削
除
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

(
8
)
ω
拐
門
学
叶
E-

(9)
入
国
拒
否
事
由
該
当
者
の
存
否
を
調
査
判
断
す
る
特
別
な
行
政
官
が
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
関
税
徴
収
官
が
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
。

(
叩
)
お

ω
S
F
E
E
-

(
日
)
お

ω
g門・

5ω
・

(
ロ
)
〈
〉
Z

〈
戸
問
。
帽
子
〉
U
P
両日
Z
目的叶同
hpd〈
開
。
cz叶同
O
F
。
司
〉
口
開
z
m
(巴
ωN)
・

(日

)ωω
由
C
・
ω・
ω
ω
(冨印。)・

(H)

一
九
五
六
年
の
行
政
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
。
川
原
謙
一
『
米
国
退
去
強
制
法
の
研
究
』
五
二
三
|
四
頁
ご
九
六
四
)
。

(
日
)
こ
れ
に
関
し
て
は
拙
稿
・
前
掲
注

(
1
)
八
三
八
|
九
頁
参
照
。

(凶
)

H
，y
巾
h
Eロ巾田巾開凶円】ロ回目。ロ〔リ白田巾

((VF白巾わ}戸田口

E
D
m
〈
-
C
E
R己
ω
S
Z印
)
w
E
C
C・
ω・
印
∞
同
(
同
∞
∞
由
)
・
こ
れ
に
関
し
て
も
拙
稿
・
前
掲
注

(
1
)
八

三

九

四

O
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
口
)
』
印
刷
V

田
口
巾
印
巾
問
自
自
由
m
E
5
円い白印巾
(

J

円
白
同
国
主
印
可
同
〈
古
田
町
巾
『

)
L∞由戸〕・
ω
-
g
(
H
S
ω
)
・

(日目)円

u
o
q
q
〈・

ω町
民
出
口
m
Z
P
N
g
m，

a-口
(
ロ
・
冨
S
F
E
N
S
-

(
凹
)
。
。
。
ロ
5
2
1
E
F
T
-
豆
沼
呂
田
〉
叶
目
O
Z
F
K
F
巧
〉
Z
U
E
O
〈車両開
Z
叶
0
7勺何回印
ozm
ロ
E，d
司
自
zω
叶〉月間
M
-
N
日
印
(
冨
叶
N
)

を
参
考
に
す
る
と
、
現
行

合
衆
国
出
入
国
管
理
籍
法
上
の
退
去
強
制
事
由
は
、
①
公
の
負
担
(
宮
σ
r
n
y白
話
巾
)
と
な
る
こ
と
(
∞
C
・
ω-n・
山
口
臼
(
白

)
(
5・
(
∞
)
)
、

②
背
徳
的
行
為
を
行
っ
た
こ
と
お
C
・
ω・ゎ
-
m

巴
包
(
同
)
(
品
)
噌
(
巴
)

w

(

毘
)
・
(
ロ
)
・

2
5
・
(
冨
)
)
、
③
政
治
上
な
い
し
国
家
安
全
上
の
事
項
に

照
ら
し
て
望
ま
し
く
な
い
政
治
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
お
己
・

ω・
ゎ
・
叩
巴
巴
(
白
)
(
罰
)
噌
(
吋
)
入
口
)
噌
(
(
H
g
w
(

広
)
一
軍
の
規
律
を
乱
し
た
と
し
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説

て
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
)
)
、
の
三
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
却
)
の
0
0
0
5
2
1
9
F
T
R
・
こ
の
よ
う
な
印
象
は
実
は
あ
て
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
外
国
人
が
裁
量
的
救
済
を
申
請
す
る
場
合
、
行
政
機
関
の

権
限
が
ほ
と
ん
ど
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
入
国
拒
否
な
い
し
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
無
視
し
て
外
国
人
を
救
済
す
る
権
限
を
司
法
長
官
は
付
与

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
手
続
に
つ
い
て
は
、
入
国
拒
否
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
の
動
揺
に
関
す
る
部
分
で
、
ま
た
再
入

国
(
許
可
)
手
続
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
後
述
す
る
。

(幻
)
g
ω
S
F
N
ω
円
。
F
・
ω
N
P
Z
I
E・
な
お
、
一
九
四
六
年
に
制
定
さ
れ
た
元
々
の
法
律
は
一
九
六
六
年
の
合
衆
国
法
典
第
五
巻
の
改
編
作
業
に
よ

り
形
式
的
に
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
四
六
年
の
条
文
の
う
ち
第
一
条
(
「
こ
の
法
律
は
行
政
手
続
法
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

い
う
も
の
)
以
外
は
、
合
衆
国
法
典
第
五
巻
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
条
項
を
総
称
し
て
行
政
手
続
法
と
呼
ぶ
慣
行
が
定
着
し
て
い
る
。

宇
賀
克
也
『
ア
メ
リ
カ
行
政
法
』
一
頁
(
一
九
八
八
)
。

(
幻
)
従
来
の
合
衆
国
行
政
手
続
法
制
に
つ
い
て
の
わ
が
国
で
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
序
注
(
初
)
を
参
照
。

(M)
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る

Z
B
B
E
m
に
つ
い
て
は
園
部
逸
夫
「
行
政
許
可
の
法
理
と
ア
メ
リ
カ
法
」
法
学
論
叢
七
八
巻
三
日
四
号
一
一
八
頁
参

照。

(
お
)
日
C
・
ω-n・
2
巴
(
H
N
)

(
部
)
許
認
可
手
続
に
特
殊
な
も
の
と
し
て
は
、
印
C
・
ω・
(U-zg(
円
)
、
古
印
一
山
(
H
N
)

参
照
。

(
幻
)
序
注
(
却
)
に
か
か
げ
た
規
則
制
定
に
関
す
る
諸
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
行
政
庁
の
聴
聞
の
機
会
を
与
え
た
後
、
記
録
に
基
づ
く
決
定
を
行
う
よ
う
個
別
の
法
律
で
規
定
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
明
日
印
∞
(
白
)
・

(
却
)
字
賀
・
前
掲
注
(
幻
)
六
五
|
六
六
頁
。

(初
)ωω
由

C
・
ω
・
ω
ω
2
8
0
)
・
後
に
詳
述
す
る
。

(
剖
)
∞
C
・
ω
・。・

2
N日
N
(ぴ)・

(
位
)
字
賀
・
前
掲
注
(
幻
)
六
六
頁
o
U
〉

s
m
L
〉
U
5
2回
目
吋

E
2〈
開

T
言
、
『
自
〉
司
自
・
附
回
一
日

(HSω)
を
引
用
。

(
お
)
正
式
裁
決
は
、
裁
判
手
続
に
類
似
の
保
障
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
連
邦
行
政
手
続
法
は
行
政
手
続
を
育
法
手
続
モ
デ
ル
に
無
意
識
・

無
批
判
に
従
属
さ
せ
た
も
の
で
も
な
い
(
梅
木
崇
訳
・
〈
巾
再
三
]
「
行
政
手
続
に
お
け
る
新
し
い
概
念
(
吋
Z
H
W
5
2区ロ
m
n
oロ
円
巾
言
え
〉
己
S
E
2・

論

北法40(3・120)592



手続的デュー・プロセス理論のー断面(ー)

門司白昨日
JN巾司円。
n
a
z
g
w
誌
の
OFCF向-
F・月開〈
--N印
∞
(
冨
詰
)

)

(

1

)

」
『
駒
大
法
学
部
研
究
紀
要
』
四
二
号
五
二

l
三
頁
(
一
九
八
四
)
)
の
で
あ
る
。

(
制
)
句

R
n
h
。
。
。
己
主
D
I
C
-
-
-
M
2君
じ
さ
設
。
¥
同
君
、
。
さ
ミ
ミ
同
町
ミ
N
h
E
S
S
N
J
S存

iE尽
き
ミ
匹
。
ミ

h
b
s
-
h
∞包叶・

Jへ∞
-
o
Z
Z寸
F・

回、.日夕同
MAF(出
足

l
i
e
-
U町司町向。、さ
S
H師

S
H
F町
h
b
g
l
L「
還
さ
命
誌
な
。
お
市
口
以
内
VhNSh出
HFn
河川崎
ru
ミ
与
な
S
♂
宰
出
〉
同
〈
「
同
州
何
〈
・
同
凶
器
-

]
戸

ω∞AF(H
申∞
ω)
・

(
お
)
匂
町
m-
円。日)巾
N
l
F。
u
o
p
M
3
p
h
河
合
』
ぜ
な
。
¥
h
h
s
h
3
b局
、
。
培
、
悼
む
き
芯
む
さ
出
町
H
円~
s
h
o
p
M
G
H
U〉
Z
O
F・
刃
向
戸
、
・
叶
包
-
a
cロ・

2
2
)
(
巴∞品)・

(お
)

E
『吋
F
F
S
3
.若
宮
町
、
さ
R
a
s
k同町た
S

F
円九一
stposhv可。円問問、
s
h
h
A込町可

2
5
n
s
門
戸
主
国
民
三
Zの
印
ヤ
』

-E-
由
民
(
呂
∞
ω)
・

(
幻
)
序
注
(
犯
)
参
照
。

(
お
)
吋
回
目
∞
開
w
〉
冨
何
回
目
。
〉
Z
(
U
O
Z印
、
コ
叶
己
目
。
Z
〉
F
F〉者

(NZU-
巴
)
)
品
∞
ωlAF(]{也市
w∞)

(
却
)
田
中
成
明
「
法
哲
学
・
法
律
学
、
法
実
務
」
現
代
法
哲
学
三
巻
お
頁
こ
九
八
三
)
。

(
叫
)
次
に
本
文
で
述
べ
る
ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
決
の
挙
げ
る
一

O
の
要
件
に
加
え
て
、
行
政
法
審
判
官
(
〉
仏
E

Z
。印可
E
S
F担
当
』
cam-巾
)
が
決

定
権
者
で
あ
る
こ
と
、
事
実
の
調
査
と
法
律
上
の
結
果
を
示
す
こ
と
、
の
二
つ
を
A
P
A
は
課
し
て
い
る
。
め
問
問
・
日
戸
』
・

ω・
(υ
・山町
E
w
印印品・

(
位
)
梅
木
崇
訳
・
〈
巾
再
三
】
「
，
行
政
手
続
に
お
け
る
新
し
い
概
念
」
(
ベ

Z
開ヨ
q
m
z
m
ゎ
。
ロ
円
巾
宮
え
〉
門
吉
宮
山
田
円
円
三
宮
町
甲
。
n
E
Z吋
タ
吋
∞

(
U
C
E
F由・

円、

.m開
〈
・
凶
器

(
H
S∞)
)

(

3

)

」
『
駒
大
法
学
部
研
究
紀
要
』
四
三
号
八
九
頁
ご
九
八
五
)
参
照
。

(
必
)
。
。
E
σ
q
m
〈
・
同
色
-Fω
由吋
d
・
ω
-
N
E
w
N由吋
l
ロ
(
冨
吋
O
)

・
な
お
、

m
c
↓c
z
u
k
f
z
o巧〉
F
JヘO
C
Zの
-N
吋回目凶〉叶同印開。
Z
門

UOZ印、コ叶口、『向。
Z
〉戸

F
k
r
t
F
N
S
(呂
∞
∞
)
は
、
事
実
審
型
手
続
の
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
、
①
処
分
事
由
な
い
し
政
府
の
行
為
の
根
拠
の
適
切
な
告
知
、
②
中
立
な
決

定
作
成
権
者
、
③
決
定
作
成
権
者
に
対
す
る
口
頭
で
の
陳
述
、
④
決
定
作
成
権
者
に
証
拠
を
提
出
し
証
人
を
提
示
す
る
機
会
、
⑤
個
人
に
不
利
に

用
い
ら
れ
る
証
人
、
証
拠
に
対
決
し
反
対
尋
問
す
る
機
会
、
⑥
決
定
作
成
権
者
に
対
し
て
個
人
の
事
件
を
弁
護
人
に
代
理
し
て
も
ら
う
権
利
、
⑦

決
定
の
理
由
の
陳
述
を
含
む
記
録
に
基
づ
く
決
定
、
を
挙
げ
て
い
る
。

(
必
)
多
く
の
要
件
に
つ
き
検
討
す
る
こ
と
が
分
析
の
精
確
さ
を
確
保
し
う
る
(
〈
q
w己
f
b
M
U
S
h守
ミ

h
s
s払
m
a
s
s
、
3
R是
認
噂

ω
H
C・
ゎ
・
「

〉・円、
.HN虫、・]{]{品
Y
H
H印
白
戸
(
叶
叶
)(EmwA))
か
ら
で
あ
る
。

(
H
H
)

入
国
審
査
官
は
す
べ
て
、
彼
が
外
国
人
と
信
ず
る
も
の
に
対
し
て
、
令
状
な
く
し
て
、
合
衆
国
に
滞
在
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
質
問
、
調
査
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
一
九
五
二
、
法
第
二
八
七
条
(
同
)
(
∞
C
・
ω・ゎ・

2ω
可
(
白
)
)
は
定
め
て
い
る
。
法
の
文
言
上
は
、
そ
の
質
問
等
に

つ
い
て
、
十
分
な
理
由

S
g
σ
白
σ
Z
2
5巾
)
の
存
在
等
の
制
限
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
(
。
。
河
口
。
Z
〉
Z
ロ
河
om同
Z司
自

F0・
H〉
宮
言
。
E
↓5
z

北法40(3・121)593



説

円、〉巧〉
z
u
p
N
O自己
C
E・
g-MVw
印
|
見

(HEh))
。
し
か
し
、
〉
-
B巾
丘
一
山
|
∞
白
ロ
nv巾
N『
-
H
Z
ω
w
h
H
ω
C・
ω
a
N
E
(
E
a
)
に
よ
り
、
交
通
機
関

に
よ
る
ル

l
テ
ィ
ン
の
国
境
警
備
の
際
に
は
「
十
分
な
理
由
」
な
く
し
て
捜
索
で
き
る
が
、
国
境
か
ら
離
れ
た
場
所
で
車
を
止
め
さ
せ
て
捜
索
す

る
際
に
は
「
十
分
な
理
由
」
が
必
要
(
白
け
N

ロ
l
S
と
さ
れ
た
。
こ
の
点
多
く
の
判
例
が
あ
る
が
、
そ
の
検
討
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

(
必
)
仇
r
w
h
r

∞
ゎ
・
司
・
河
町
NAHN・
]
E
(
円)(回申∞品)・

(
必
)
古
く
か
ら
判
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
弁
護
人
依
頼
権
の
保
障
に
つ
い
て
は
円
。
名
詞
与

ωロ
ミ
〈
・
∞
白
鳥

5
・
N

自
己
・

ω・
念
。

(
早
口
)
は
、
そ
の
後
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
弁
護
人
を
依
頼
し
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
弁
護
人
依
頼
権
な

き
行
政
調
査
を
合
法
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
こ
の
点
を
め
ぐ
る
判
例
は
の
ミ
号
P
河合』
H
H
H
o
n
s
sミ
S

H
還
さ
N
W
S
R
O芯
、
さ
町
時
間
凡
な
h
u
w
S

E
2
2・
F
-
E
w〈・∞
a
w
g
E
-
(含
)
(
呂
町
同
)
参
照
。

(
灯
)
円
、
。
匂
巾
NlHhou巾
Nw
的足、ミ・ロ・

(ω
印)同昨日立山印・

(
必
)
移
民
帰
化
局
の
処
理
案
件
の
う
ち
ほ
ん
の
少
数
し
か
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
移
行
し
な
い

G
R
h・
や
り
〉
〈
5
・
E
R同開吋
5
z
E
J円
』

5
己
白
-

ロ吋

(
E
S
一
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク

S
3
)
理
由
の
ひ
と
つ
は
こ
こ
に
あ
ろ
う
。

(ω)
例
外
的
に
身
柄
拘
束
さ
れ
る
場
合
と
は
、
逃
亡
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
公
益
の
要
求
す
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
の
0
0
0

ヨz
l
p
F
T
M
尋
ミ
・
ロ
・

(ωAH)
同
庁
]
芯

AH・

(
叩
)
一
九
五
六
年
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
以
前
は
身
柄
拘
束
に
よ
り
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
た
。
川
原
謙
一
『
米
国
退
去
強

制
法
の
研
究
』
五
二
三

l
四
頁
こ
九
六
四
)
。

(
日
)
の
。
。
0
4〈

2
ー
の
-
F
T
ω
C
司
同
〉
・
ロ
・
(
邑
)
・

(
臼
)
一
九
七
三
年
以
降
は
、
移
民
判
事

(-gg
一mg
F
)三
邑
問
一
巾
)
と
も
称
芦
れ
て
い
る
が
(
の
。
問
。
O
Z
〉
Z
U
問。印開
Z

E
開
5
・
窓
、

s-
ロ
・
(
戸
)
丘
町

日
・
吋
少
印
1

∞
N)
、
両
者
同
義
で
あ
る
。
∞
ゎ
・
司
・
閉
山

mH-H(同
)
(
H
g
e
・

(
臼
)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
二
条

(
b
)
、∞門戸

ω・。

2
N印
N
(
σ
)
・
な
お
、
そ
の
職
能
分
離
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
除
々
に
で
は
あ
る
が
強
化
さ
れ

て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
臼
)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
三
条
(

e

)

(

∞己

ω
P
E
N
E
S
)
)
参
照
。

(
臼
)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
二
条

(
b
)
、∞
C
ω
・ゎ・

2
N印
N(σ)

(
時
)
移
民
不
服
審
査
委
員
会
の
組
織
、
権
限
に
つ
い
て
は
布
井
敬
次
郎
『
米
国
に
お
け
る
出
入
国
管
理
お
よ
び
国
籍
法
(
上
)
』
五
五
頁
以
下
(
冨
∞
印
)

論

北法40(3・122)594 



手続的デュー・プロセス理論のー断面(一)

参
照
。
な
お
、
当
該
委
員
会
は
一
九
一
七
年
法
下
に
お
け
る
付
属
審
査
局
(
こ
れ
に
つ
い
て
も
次
節
を
参
照
)
と
同
様
、
行
政
規
則
に
よ
り
設
置

さ
れ
た
司
法
省
の
内
部
組
織
で
あ
る
。

ω
巾巾司∞円い

HY
同州・間

ω
-
H
(
E
E
)

(
訂
)
巡
回
控
訴
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
二
年
法
第
一

O
六
条

(
a
)
(
2
E
C
・
ω・
ゎ
・
叩
ロ
C

印(印
)

(

N

)

・

(
回
)
わ
が
国
の
特
別
審
理
官
に
よ
る
口
頭
審
理
(
入
管
法
第
四
八
条
)
と
異
な
り
、
合
衆
国
に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
当
事
者
対
立
主
義
構
造
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
宮
川
成
雄
「
退
去
強
制
手
続
の
司
法
審
査
(
1
)
L

『
同
志
社
法
学
』
三
五
巻
六
号
七
九
i
八
O
頁
こ
九
八
四
)
参
照
。

そ
の
他
将
司
、
町
内
・
円
。
宮
N
l
F
O
℃巾
p
g
h
v
s
-
ロ・

(ω
印
)
三
・

3
品・

(
回
)
仇
町
町
w
m
-
h
・〈
R
-
g
-
f
b
F句
史
舎
ミ

N
S
S
合唱、むき誌、司、。門司、
N
h
R
ω
H
C
・
ゎ
・
戸
・
〉
-
H
E
M
N
開〈
-
H
H
品H
-
H
H
日
吋
(
冨
∞
品
)
・
処
分
事
由
の
告
知
に
つ
い

て
は
一
九
五
二
年
法
第
二
四
二
条

(
b
)
(
1
)
(∞
ロ

ω・ゎ・
2
N
巴

(
σ
)
(
ω
)
・
自
己
の
た
め
に
証
拠
を
提
出
し
、
政
府
が
出
頭
さ
せ
た
証
人
を
反

対
尋
問
し
、
自
己
に
不
利
な
証
拠
を
検
討
す
る
な
同
自
己
ロ
巾
)
合
理
的
な
機
会
の
保
障
)
、
弁
護
人
依
頼
権
の
保
障
に
つ
い
て
は
法
第
二
四
二
条
(
b
)

(

2

)

(

∞巴・

ω
・。・

2
M
m
N
(
σ
)
(
N
)
・
た
だ
し
国
選
弁
護
に
つ
い
て
は
明
文
で
否
定
)
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
記
録
に
基
づ
く
処
分
の
決
定
に
つ
い
て
は
法

第
二
四
二
条

(
b
)
(∞己・

ω
わ・

2
N
巴

(σ
こ
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
の
こ
と
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
わ
が
国
の
制
度
と
対
比
し
た
も
の
と
し
て
宮
川
・

前
掲
注
(
お
)
八
一
三
頁
参
照
。
な
お
ヒ
ア
リ
ン
グ
開
始
時
点
に
お
い
て
特
別
審
理
官
は
諸
々
の
権
利
を
処
分
の
相
手
方
に
告
知
す
る
。
。
。
問
。
o
z

〉

Z
U
月
o
m
開Z
E
E
b
-
的Nhh》司、
hN-
ロ
-
E
A
F
)
R
-
日・∞
σ
・
印
|
坦
N
l
ω
・

(
伺
)
∞
ゎ
・
司
・
河
-mNAFNW]広
(
巾
)
(
H
申∞
AH)
・

(
臼
)
そ
の
発
布
の
要
件
に
つ
い
て
は
∞
わ
同
月
・
詑
勾
・
品
(

σ

)

(

巴
∞
品
)
を
参
照
。
か
な
り
厳
格
な
要
件
が
課
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)
匂
町
向
・
〈
巾
H1WE--
的
足
、
ミ
・
ロ
・
(
品
ω)
白
戸
口
印
吋
・

(
臼
)
め
m
F
C
。問。
o
Z
〉

z
u
m
O印何日
4
2開
FU-ghvwd・
ロ
・
(
主
)
主
・
明
日
・
∞
nw
印
1
8・

(
臼
)
∞
(

U

・司
-HN-mNhHN-H由

(σ)
・

(
出
)
。
。
同
一
U
C
Z
〉

Z
ロ
列
。
凶
開
Z
一明日

F
p
s
y
b
-
ロ・

(S)
は
刑
事
裁
判
に
お
け
る
有
罪
の
答
弁
に
類
似
す
る
、
と
い
う
。

(
印
)
足
・
巳
・

2
・吋
P
印

Ila-

(
訂
)
足
・
に
よ
れ
ば
、
事
件
全
体
の
約
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
に
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

(
伺
)
ペ
白
匂
〈
-
H
Z
ω
・
ω
E
m
J
N
己
∞
ω山
Y
∞
台
ー
(
吋
吾
門
町
-
w
E
E
)
・

(
的
)
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
予
め
次
の
こ
と
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
お
く
。
職
能
分
離
の
形
態
に
は
い
わ
ゆ
る
内
部
分
離
と
完
全
分
離
と
が
あ
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説論

り
、
行
政
手
続
法
は
前
者
を
採
用
し
て
い
る
(
鵜
飼
信
成
編
『
行
政
手
続
の
研
究
』
七
四
頁
(
猪
股
幸
一
執
筆
)
(
一
九
六
二
等
参
照
)
。
完
全

分
離
の
形
態
を
採
る
も
の
と
し
て
は
一
九
四
七
年
の
い
わ
ゆ
る
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

l
法
制
定
後
の
全
国
労
働
関
係
局

(Z-rHN・
∞
・
)
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
失
敗
に
お
わ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
旬
5
・
0
〉〈

a-
〉
U
E
Z
拐
叶
己
F

叶
弓
開

T
F戸
、
吋
盟

H
N
S
(包
包
レ
邑
芯
)
)
。
こ
れ
に

対
し
て
移
民
帰
化
局
に
は
内
部
分
離
以
下
の
職
能
分
離
形
態
が
採
用
さ
れ
て
い
る
(
む
〉
〈

F
R
巳
・
見
。
)
わ
け
で
あ
る
が
、
完
全
分
離
の
方
向

で
制
度
の
設
計
を
す
る
こ
と
が
直
ち
に
制
度
の
合
理
化
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

l
i全
国
労
働
関
係
局
が
そ
の
例
で
あ
る
ー
ー
ー
を

考
え
る
な
ら
ば
、
移
民
帰
化
局
の
右
の
如
き
職
能
分
離
形
態
の
み
を
捉
え
て
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
問
題
は
む
し
ろ
運
用
の
実
態
に
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(叩

)
ω
n
z
n
F
g
m
守
S
急
さ
ね
な
お
ミ
言
遺
骨
ミ
N
S
t
g
-
E
E
E
Z
-
F
-
m
E
-
Y
吋

ω
(
E
E
)・

(
礼
)
旧
出
入
国
管
理
令
第
四
八
条
に
定
め
る
口
頭
審
理
に
つ
い
て
は
、
独
立
し
て
訴
追
機
能
を
果
す
べ
き
者
は
存
在
せ
ず
、
特
別
審
理
官
の
職
務
に

は
裁
決
権
者
と
し
て
の
機
能
と
訴
追
権
者
と
し
て
の
機
能
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
(
宮
川
・
前
掲
注
(
開
)
印
頁
)
、
現

行
法
第
四
八
条
の
口
頭
審
理
に
つ
い
て
も
事
態
に
変
化
は
な
い
。

(η)
布
井
・
前
掲
書
注
(
団
)
二
三
四
頁
。

(η)
移
民
・
非
移
民
た
る
と
を
問
わ
な
い
が
、
た
だ
し
西
半
球
の
特
定
の
国
の
居
住
者
に
つ
い
て
は
査
証
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
砕
町
w

。。。ロ
g-z
ー
の
戸
「
同
Z
4問
自
己
主
叶
d
H
O
Z
〉
F
F
〉
者
〉
Z
ロ
叶
甲
山
開
富
。
〈
開
冨
開
Z
叶
C
司
句
何
回
目
。
z∞回目
W
4
4
弓何回
wzω
叶J
P
H
a
何回
w

ロ
∞
(
邑
吋
∞
)
・

(
日
)
有
効
な
入
国
査
証
を
所
持
し
て
い
な
い
場
合
に
は
入
国
拒
否
事
由
に
該
当
す
る
。
一
九
五
二
年
法
第
一
一
一
一
一
条
(

a

)

(

却
)
(
∞
C
・
ω-n・
2
E
N

(
同
)
(
N
C
)
咽

(
N
H
)

・
)
。
も
ち
ろ
ん
難
民
は
別
で
あ
る
。

(
布
)
一
九
五
二
年
法
第
一
一
二
一
条

(a)
、∞
C
・
ω-n・
2
8
H
(
N
)
E

(
市
)
の

8
2
2
l
p
F
S
マb-
ロ・(吋
ω)
・

(打

)ω
巾

P

N

N
ゎ
・
問
問
-

Z

N

(

冨∞
ω)
・

(
河
)
匂
5
・

5
再
三
「
皆
、
司
令
・
ロ
・
(
お

)
R
H
H
S
-

(
河
)
も
ち
ろ
ん
査
証
申
請
拒
否
処
分
に
対
す
る
出
訴
が
全
く
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
査
証
申
請
拒
否
処
分
を
あ
ら
そ
っ
た
事
例
と
し
て

は
、
問
一
色
ロ
門
出

g
a
〈
冨
田
口
母
一
切
さ
∞
白
・

ω
一-g(HSN)
を
は
じ
め
と
し
て
い
く
つ
か
の
事
例
が
存
在
す
る
。
行
政
統
制
に
つ
い
て
は
巴
の
-mJ

河
・
宮
N
-
E
C
(凶器
ω)
に
よ
り
、
査
証
申
請
拒
否
処
分
に
不
服
が
あ
る
旨
処
分
の
相
手
方
が
申
立
て
た
場
合
に
は
、
最
終
的
に
は
国
務
省
の
審
査
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説

(
何
)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
二
条

(
b
)
(
4
)
(∞
d
・
ω
わ・

2
N巴
(

σ

)

(

品
)

)

J

君
。
。
岳
山
、
〈
-HZω
・
ω
∞
印
巴
・
∞
-N吋
m
-
N
g
(
5
2
)

(
伺
)
一
九
五
二
年
法
第
二
九
一
条
、
∞
C
ω
・ゎ・

2
ω
2・

(W)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
四
条

(a)
、
∞
ロ
・

ω・ゎ・
2
N
E
(白
)
・
そ
の
他
一
九
五
二
年
法
第
二
四
三
条
(

h

)

(

∞ロ

ω・ゎ・

2
N
g
p
)
)
に
よ
る

退
去
強
制
留
保
の
制
度
が
あ
る
。

(
関
)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
三
条
(
巴
)
、
∞
C
・
ω
-
P
Z
N
m
ω
(巾)・

(伺
)

(

U

白
8
h
o
g
g巾ロ
F

C向
HS9町
民
N
N

込

hs
・・吋
p
h
E
B室
内
3
b
R
E
Oお
む
さ
同
町
骨
肉
、
hwSS奈
川
唱
え
河
町
的
位
向
S
H
h
昏
芯

wM
同

sh川
町
内
。
、
さ
円
ミ
ミ
、
む
~

宮
廷
、
さ

R
F
8
c・
冨
区
百
円
、
.
月
間
〈
・
ま
少
申
叶
∞
1
由

(

凶

器

N
)

・

(
瑚
)
一
九
五
二
年
法
第
二
三
七
条

(
a
)
、∞己・

ω-n・
2
M
N叶
(
釦
)

(
肌
)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
三
条

(
a
)
、∞
C
・
ω-n・
2
N
a
(白)・

(
即
)
前
掲
注
(
M
A
)

参
照
。

(m)
退
去
強
制
手
続
に
せ
よ
入
国
拒
否
手
続
に
せ
よ
、
裁
判
手
続
(
特
に
刑
事
の
そ
れ
)
に
準
ず
る
も
の
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
処
分
内
容
の
正
確

さ
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
現
行
法
以
上
に
手
続
を
「
裁
判
手
続
化
」
す
る
こ
と
も
問
題
で
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
∞
町
内
・

ω円『
E
n
w
-
S』vwd
・
ロ
・
(
苫
)
包
・

2
・

(
刷
)
な
お
裁
量
的
救
済
と
そ
の
手
続
的
統
制
に
つ
い
て
は
近
年
お
び
た
だ
し
い
数
の
判
例
が
存
在
し
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
の

分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
郎
)
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
官
℃
白
ロ
巾
凹
巾

H
S
B広
司
自
己
わ
白
凹
巾
(

J

円
由
自
民
間
苫
〈

-
E
m
y
q
-
E申巴・
ω・
窓
口
き
ω

)

)

当
時
否
定
さ
れ
て
い
た
手
続
保

護
が
今
や
有
効
な
手
続
で
あ
る
た
め
の
前
提
条
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
z
o
F
b
§
。三刊誌叫
S
Q
S
礼
宮
、
町
、
可
ORa-
思
∞
寸
〉
Z
-
F
・
初
雪
・
ロ
N
W

Z
昆
5
・
0
詮
)
(
呂
町
ω

)

)

、
及
び
一
九
五
二
年
法
が
一
九
一
七
年
法
下
に
お
け
る
法
制
度
及
び
判
例
を
法
典
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
こ

と
(
の

R
E
R
w
h
p
h問
、
さ

R
a
s
h
b
Rも
む
き
さ
タ
∞
出
〉
印
叶

2
2
9
5、「
-
F
・
c・
ω
巧
L
S
(
H
S
H
)
)
の
み
を
指
摘
し
て
お
く
。
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